
 

 

 

 

 

 

 

⽇時︓2019 年 12 ⽉ 14 ⽇（⼟）9:55〜16:00 
場所︓TKP 東京駅⽇本橋カンファレンスセンター6F 
主催︓H31 年度厚⽣労働⾏政推進調査事業費補助⾦（難治性疾患政策研究事業） 

「難病患者の総合的⽀援体制に関する研究」班 
研究代表者︓⼩森哲夫 
研究分担者︓⼩倉朗⼦ 溝⼝功⼀ 

 

 
 

平時に創る難病在宅⼈⼯呼吸器使⽤者等の 
災害時の備えと⽀援ネットワーク 

厚⽣労働省 難病患者の⽀援体制に関する研究班
https://plaza.umin.ac.jp/nanbyo-kenkyu/ 

セミナー記録集 



  
 

 
 
◆巨⼤台⾵がもたらした禍 9 ⽉ 9 ⽇ 99 名の病院避難   

（君津中央病院 救命救急センター） 北村 伸哉  ···············  1   
 
◆台⾵ 15 号災害による当院難病患者の被災状況と今後の課題   

（千葉東病院） 武⽥ 貴裕  ·············  18   
 
◆房総半島南部における台⾵ 15 号による医療への影響と課題   

（安房地域医療センター） 中嶋 秀樹  ·············  25  
 
◆災害時の神経難病医療リエゾン活動の推進にむけて =⽇本神経学会の取り組み=   

（熊本⼤学） 中根 俊成  ·············  35  
 
◆⻘森県における神経難病療養者への災害時医療⽀援体制と 

神経難病医療リエゾンの活⽤に向けた平常時からの仕組みづくり   
（⻘森県健康福祉部保健衛⽣課） 三上 真恵⼦  ·········  48  

 
ランチミニレクチャー 在宅⼈⼯呼吸器と吸引器 停電時の対応と電源確保⽅法   

（東京都⽴神経病院） 原 智⼦  ················  56  
 

特別講演    「ＤＨＥＡＴが来る、その前に受援体制構築を、その前に危機管理の基本を押さえましょう」 
（甲府市保健所）  古屋 好美  ·············  62  

 

 

 
◆平時からの訪問看護におけるリスク管理と 

災害の備えについての提案・発災時のステーション間のネットワーク  
（岡⼭県 訪問看護ステーション エール） 平⽥ 晶奈  ·············  79 

 
◆⼩児難病・医療的ケア児の災害時の備えをすすめる保健所の取り組み 

－災害対応サポートハンドブックを活⽤する⾃助・共助⼒への働きかけと⽀援ネットワークづくり－  
（兵庫県東播磨県⺠局 加古川健康福祉事務所(保健所)） ⻑⾕ 美穂  ·············  92 

 
◆基礎⾃治体における在宅⼈⼯呼吸器使⽤者の 

災害時個別⽀援計画の策定と名簿等把握集約の仕組みづくり 
（江⼾川区 健康部保健予防課） ⼭本 寛之  ·············  99 

 
◆パーキンソン病の⽅のマイ・タイムライン作成の取り組み 

   （茅ヶ崎市保健所 保健予防課） 井上 郁⼦  ············  110 

 

 

 

⽬  次 

セッションＢ 

  テーマ:2019・台⾵ 15 号による発災後の医療と「神経難病リエゾン」

  テーマ:難病患者への平時からの備え・⽀援・ネットワークづくり 

セッションＡ 



 

 

 

 

 

 このたびはこのような会にお招きいただきましてありがとうございます。私は君津中央病院の救命救急セ
ンターの北村と申します。ちょうど台風 15号が来たときに DMAT の災害拠点本部本部長を務めて、地域の
災害対応をしましたので、今日はその報告をさせていただきます。千葉県は大変大変と言っておりましたが、
実はその後の 19 号とか 20 号の水害の方がかなり多くの方が命を落とされて、そちらの方がクローズアッ
プされて、だんだん 15 号の方が薄れてきてしまいましたが、真夏に電気が来ないというのがこれだけ大変
なんだということを報告したいと思います。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さて、この時計は、実は 8年半前ですけれども、東北の大震災のときにDMATとして出動したときの、釜
石病院の時計です。47分、しっかりきれいにちゃんと正確な時刻です。うちの病院なんかどの時計もばらば
らですから、この病院はさすがだなと思いました。それから 8年半たちましたが、その後に熊本地震があっ
たり、それから四国の豪雨がありましたりと、本当に次から次へと災害がやってきます。 
そして今回の台風 15号、この巨大台風がもたらした災いということで報告したいと思います。 

 

君津中央病院救命救急センター  北村 伸哉  

巨⼤台⾵がもたらした禍  -9 ⽉ 9 ⽇ 99 名の病院避難- 
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 今までいろんな災害が来ました。古くは阪神・淡路大震災はほぼ外傷でしたし、東北の大震災は津波でし
た。そして雨で、今回は風です。そして停電です。ただ、いろいろな災害対応をするに当たって必ず原則と
いうのがあって、それが「CSCATTT」と呼ばれているものです。これに沿って台風 15 号に対して行った病
院避難について報告しようと思います。 
 CSCATTT とは、DMATの教育とかあるいは災害教育のところで必ず出てくるものですが、まず指揮命令系
統と連携をしっかりしましょう。それから安全を確保しましょう。それから情報伝達をしっかり伝えるすべ
を確保しましょう。それらを評価して初めて現場のトリアージ、治療、搬送につなげていこうという概念で
す。これをしっかりやっていかないと、どこかで齟齬（そご）を生じてしまうということです。 

 
 これは英国の災害対応マニュアルから引用してい
ますが、日本では特に「スイッチを入れましょう」
ということを強調しています。 
要するに「今災害が起きているんですよ」という
スイッチを入れないことには、やっぱりその先が始
まらないわけです。それでこの「スイッチを入れま
しょう」というのが最初に来ています。 
 
 
 
 
阪神・淡路大震災のときは平成 7年、5時 46分に
発災し、消防庁、警察庁にある程度の情報が集積さ
れていましたが、当時の災害対応の国土庁や官邸に
は届いていませんでした。一番早い国土省の防災職
員が当庁したのが 1時間後です。そして第 1回の非
常災害対策本部、今の対策本部ですけれども、それ
が 5～6 時間たってからやっと始まったということ
で、この遅れというのがかなり災害に関連した死亡
というのを増やしてしまった、というのはよくわれ
われの業界では言われています。 
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 では東日本大震災のときはどうだったかといいますと、早かったです。先ほどの時計ですが、14時 46分
に発災しまして、4 分後には官邸対策室が設置されて、緊急参集チームが招集されて、緊急対策本部が 1 時
間後ぐらいには開催されました。 
千葉県は 14 時 46 分発災で、対策本部設置が 14 時 46 分。うそみたいな話ですが、実はこのときに重要
な会議をしており、県知事以下みんな重要な幹部たちがいましたので、それがそのまま対策本部に移り、非
常に早い対応ができました。 

 
今回の台風 15 号では、どうだったかとい
いますと、これは 3日前のウェザーニュース
ですが、かなり大きい台風がこちらに来ると、
進路もこのように必ず上陸してくると最初か
ら予測されていたわけです。 
進路は少し右に逸れて、もろに千葉県を直
撃することになるのですが、少なくともこの
時点で各市町村というのは戦々恐々としてい
たわけです。 
 
 
 

 結局、朝 5時に千葉県に上陸するわけです
けれども、国とか気象庁というのはやはり早
く、6 日のときにはもう内閣府も動いていま
した。前日の午前 11 時、このときにはまだ
普通の天気でした。晴れて気持ちのいい夏空
でしたが、記録的な暴風がやってくると。「夜
になって接近とともに世界が変わる」という
のは何度も何度も天気予報でやっていました。
その後、10日になってから内閣府の情報先遣
チームが行くのですけれども、これが遅れた
のはまた後でお話しします。 
 市町村はどうだったかといいますと、8 日
の午後には一番直撃を受けた館山市は災害対

策本部を設置していますし、千葉県内のほとんどの市町村は相次いで災害対策本部をつくっていました。と
ころが千葉県の知事自体が動かなかったです。10日の朝 4時に航空自衛隊の派遣要請で、10日の 9時にな
ってやっと千葉県の災害対策本部ができました。そして 1週間たたないと被災地の視察もしないと。これが
テレビでたたかれて、給料を減らすとか言っているけれども、そういう問題でもないのかなと思っておりま
すが、これだけ遅れてしまいました。実はわれわれもちょっと遅れたところがあって、反省することは後で
お話ししたいと思います。 
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 私も発災当時に夜中にすごい音で眠れず、2時
ぐらいに起きてテレビを見ていたらぱっと電気
が消えて、冷蔵庫も消えて、あー、消えちゃった
ねというかたちでそのまま寝てしまいました。
そして朝起きて、台風行っちゃったねなんてい
う軽い気持ちだったのですが、周りを見渡して
みますと、これは近くのファミリーレストラン
の写真ですが、ガラスが全部ありません。信号は
あちらこちらを向いたりして全部消えています
し、家の近くの物置が路上に転がっていたりと、
これはやっぱり大変なことが起きたということ
で、急いで病院の方に行きました。 

 
 7 時 20 分頃に厚労省の方から、小規模災害と
いうことになっていますが、「千葉県は災害モー
ドに入っていますよ」という連絡が来ていまし
た。これが「EMIS」といって広域災害救急医療
情報システムです。これでだいたい「どこでどう
いう災害が起きて、どういう状況になっている
か」というのはつかめるわけですが、千葉県は真
っ赤になっていて、災害モードに突入している
ことを示しており、厚労省はもうスイッチが入
っているわけです。これを見てわれわれもスイ
ッチは入っていました。9時頃活動を開始します
が、保健所も当然この情報を得て、本来ならば地

域のけが人とかを収容する二次病院がはたして大丈夫かどうかということを、EMIS を使いながらスクリー
ニングを始めていました。 

 
 われわれもその情報を基に近くの病院を当た
っていたわけですが、千葉県の健康福祉部の方か
ら「DMAT の派遣要請があるかもしれないので、
待機してください」という情報が来ました。これ
はまだ千葉県内の組織（災害対策本部）は立ち上
がっていないので、千葉県（健康福祉部医療整備
課）と DMAT を持っている各病院との連携とい
うことで、こういった指令が届いていました。12
時になると県の災害医療本部が立ち上がってい
ます。このときには災害対策本部はまだ立ち上が
っていません。こういった状況の医療本部という
のは、災害対策本部に先立って設置することがで
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きるそうです。それでそのまま動くことができるので、これを頼りにわれわれも動きだしました。 
 

 ここで一番活躍してくれたのが DMAT とい
う災害派遣医療チームです。おおむね 48 時間
以内に救命医療を提供するための専門的な訓
練を受けた医療チームで、全国で約 1万 3,000
名（1,700 チーム）があります。千葉県では 47
チーム（300名弱）が登録して、何かあると全
て携帯電話に今のような待機要請が来ること
になります。 
 
 
 
 
 指揮と連携系統ですが、激甚災害のときには
国にもこういった、総理大臣を本部長とした災
害の本部ができて、副大臣を中心として県の対
策に連携を取りながら当たっていくのですが、
ここがなかったので、ここら辺も動きようがな
かったということは言えるかもしれません。 
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今回は厚労省DMAT事務
局にはスイッチが入ってい
ましたので、あとは災害拠
点病院と健康福祉センター、
保健所と連携しながら当た
っていきました。本来、災
害現場、例えば地震などで
すと自宅が崩れたり山が崩
れたりということになりま
すが、今回は停電だけです
ので、実は災害現場という
のが患者さんを抱えている
病院だったわけです。 
 先ほどお話しした EMIS
で連携を取りながら、一体

どうなっているのかというのを始めたのが朝の 9時。そのうち先ほどの災害医療本部が立ち上がってDMAT
を要請しています。この災害拠点病院というのはわれわれの病院ですが、ここにも拠点本部をつくって、こ
のようなかたちで県内にDMATを送ってもらっています。それで他県とも調整しながら、そのうち東京、茨
城、埼玉のDMATがこちらに向かってきたということになります。道路の渋滞とかで県内の方が 5分ほど遅
れて来ますけれども、だいたい夕方から夜にかけてDMATがわれわれの病院に来てくれました。その後にち
ょっと遅れて対策本部と。実はわれわれの対策本部も 2日ぐらい遅れてなっています。実はわれわれの病院
は非常電源を持っているのですが、それがしっかり働いていて、CTも空調も何ら問題なく普通に使えていた
ので、誰も院内の人が被災モードに入っていることを知らず、一生懸命働いていたのは救急科の者だけで、
それで遅れてしまいました。 
 ただ、本来ならDMATというのはどこかの病院に行って、そこに立ち上がった院内の対策本部と連携しな
がら、じゃあ何人ぐらい受け入れられるかとか調整をしていくのですが、自分たちの病院で自分たちのDMAT
のチームが立ち上げたものですから、あまりその調整が必要なかったというので、院内の対策本部の立ち上
げの方が遅れてしまったということは言えるかもしれません。ちょうどそこのメンバーにもほかの師長さん
とかも入っていましたし、院長や副院長も心配して近くにおりまして、必然と対策本部を立てる必要はなか
ったのかもしれませんが、やはり後での反省としては「院内全体に今は対策モードだよというのを知らせる
ことができなかった」というのが 1つの反省点なのかなと思っています。 
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 これはうちの地域の連携
体制です。本来ならこういっ
た地区診療所とか、あるいは
避難所に来た被災者たちは
二次病院で対応していこう、
という図式ですが、今回の被
災者はこの病院たちという
ことになりました。 
 
 
 
 
 
 
 

組織図としては県の調整本部の下に活動拠点本部
があり、安房地域医療センターと亀田総合病院には、
安房地域の方を担当してもらって、君津地域は自分
の病院で担当しましょうということで始まりました。 
  

 

 

 

 

そして CSの S、安全です。やはり災害対応というのは自分の安全を確保して、現場の安全を確保して、そ
して生存者にタッチしていこうと。例えば崩れている場所にいきなり入っていくというのは、それは二次災
害を起こすので、やってはいけないということで、安全に関しては必ず注意はしているわけですが、今回は
停電だけでしたので、あまりここは注意する必要はありませんでした。ただ、夜になって活動するときは真
っ暗になってしまうので、投光器などを消防と連携して用意してもらい、活動することになりました。 
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情報伝達ですけれども、やはり
こういった災害のときに一番失
敗するのは、情報伝達の不備です。
これは皆さん知ってのとおり、電
話が使えなくなります。やはり情
報不足はありました。停電のため
固定電話が通話不能でした。とこ
ろが EMIS の方は省電力である
程度入れられますし、携帯が何と
か生きていればテザリングでイ
ンターネットとかはつなげます
ので、ほぼこの地域、われわれの
地域は 100％入れてくれていま
した。もっとも 2 日前にちょう

ど同じDMATの訓練がありまして、地域内全部を入れる練習をしていたということもあります。あとそこで
こういった EMIS のところに、ライフラインがどうなっているかとか、あるいは病院にどのくらい重症者が
来ているかとか、DMATが何をやっているかというのが全部読めるわけです。 
また、誤った情報というとやはり有名な東電の情報です。9月 9日ですが、例えば木更津で 2万 800 件が
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停電し、翌日には 2 万 500 件、99％が回復しますという情報をもらっていましたが、その後も 1 週間ぐら
い停電が続いてしまいました。取りあえずわれわれは衛星電話がありますので、それで一部携帯もつながっ
ていますので、それほど連絡体制について心配なことはありませんでした。あとは情報の錯綜等で、例えば
電源車を依頼したときに厚労省と経産省がどうもうまく情報共有していなかったようで、同じことで何度も
何度も電話がかかってきたりして困ったことはありました。 

 

 次に評価ですけれども、やはりEMISでどうしても連
絡が来ないところには、実際に DMAT を派遣して見に
行くわけですが、まだ DMAT が派遣される前でしたの
で、部下の先生に「ちょっと見てきてくれ」という軽い
かたちで、S病院を見に行ってもらいました。 
すると入院患者が約 100名で、1階の窓ガラスは全
部飛散して、床まで浸水しています。停電で空調は全
部ストップして、断水状態。貯水は数時間でなくなる。
食料は半分しかない。全く蒸し風呂状態になっていて、
複数の患者が熱中症症状でヒーヒーいっている。ほぼ
寝たきりの 80～90歳ぐらいの方ばかりなので、これ

は放っておいたらあっという間にみんな亡くなってしまうということで、まずこの病院を何とかすることを
最大の目標に掲げて、その S病院に現場指揮所を立ち上げました。 
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 災害時の病院をどうやって見ていくか、というのがこのフロー図です。病院というのは即時避難しなくて
はいけないか、病床を維持するか、あるいは拡張して受入れるかのどれかです。これをしっかり評価して、
即時避難が必要になったら病院ごと避難ですし、病床が維持できるのであれば、よく「籠城」という言葉を
使いますが、そのまま籠城する。そしてまだまだ対応できるようであれば病院対応能力を拡大してやりまし
ょうという、こういうフローになります。 

 
 最初のステップとして、とにかく場の安全を評価
し、病院はこのままでいいのかということを設定し
ます。次に 24 時間の当面の機能を考えて、きちん
と入院患者さんの生命維持を続けられるかどうかを
決定して、さらに翌日、翌々日、さらに 2週間ぐら
いを見越して、病院行動評価を決めていってくださ
い。それに対して必要なものを、具体的な支援要請
としてDMATに頼むという流れになってきます。 
 

 
主に考えるのはやはり何らかの
機能です。それでやはり電源が一
番問題になってきます。今言った
ようなフローで見ていくのですが、
今回は電源が自発できないという
病院、これはいつかは病院を避難
しなくてはいけませんし、実は環
境が悪化している人は救出しなけ
ればならないという状況になって
います。  
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基本的な方針としては、とにかく S 病院の避難を最優先。入院患者はトリアージ後、分散搬送しよう。活
動拠点本部にて搬送病院を選定しようと。安房地域は安房地域医療センターに、鴨川は亀田総合病院にやっ
てもらおうということで始めました。まずこのように講堂の方にベッドを並べて、一時的に入院する人が出
たら対応できるようにしました。 

 
これは S病院の本部ですが、夜になると真っ暗にな
るので、投光器も用意して対応していました。入院患
者は 99名で搬送が 75名、護送 20名で歩ける人は 4
名ということで、まずは当院の救急車とか、あるいは
この病院の持っている搬送車、これは二次病院から借
りました。 
それで運べる人は運んで、バス移動の患者は君津消
防のマイクロバスで搬送し、すでに熱中症になってい
る人は君津消防の救急車を使いました。 
 

中央病院から約 9kmですが、ここが
大渋滞していたので、高速道路は通行
止めでしたけれども、何とか通れない
かということで、途中から通してもら
うようにしました。ここからこういう
感じで逃がしていこうという計画です。
夕方になってからだんだん患者搬出の
遅滞が出てきました。最初は中央病院
の方で搬送先を決めてから、ここから
搬送していきましたが、なかなか決ま
らず、だんだん入院患者もだいぶ傷ん
できたので、取りあえずとにかく病院
へ運んでしまおうと。そこから分散搬
送するという計画に至っています。 
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 そうこうするうちに茨城、埼玉、東京のDMAT
が全部で 40隊ほど集まってきました。これは活
動本部ですけれども、それぞれに計画を立てなが
ら、まずとにかく S病院から中央病院に運んでい
ったん収容して、それで整えて場所を決めて、今
度は搬出と、そのようなかたちでやりました。夜
中の 1時 40分に全患者の搬出を完了して、2時
4分にはその場所は撤退ということで、搬出状況
としては結局 10時間ぐらいかかっています。  
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ここら辺の停滞しているところが
先ほどのところで、DMATが来てか
らは 40 隊ありますので、どんどん
下がっていってくれたということで、
その都度 47 名ほど分散搬送してい
ました。 

 

 

 

 

 

 

 

そして夜中の 3時 38分、あと 38名残
っておりましたが、何とかあと 8名を搬
送すれば、あしたの診療にも支障はない
だろうということで、あと 8名搬送しま
した。神奈川県まで運んでもらって、そ
のまま帰っていいよということになると
仮眠して、仮眠といっても 5時間ぐらい
しか寝られませんけれども、朝 8時から
また続けてやりたい人、どちらにします
かということをみんなに聞いて、8 隊に
最後に運んでもらって、15隊で翌朝から
また対応しました。 
結局 42 名を千葉県の方に移して、神
奈川県に 24名、地域で 26名です。ヘリ

も使い、航空自衛隊機で木更津駐屯地から下総航空基地まで運んでもらいました。 
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あとは今度、運んだ方をどうやって戻
すかという問題になりましたが、1週間ぐ
らいして停電・断水が復旧しましたので、
各地域、S病院の搬送者を一生懸命行った
り来たりして運んでくれたそうです。ち
ょっとそこまで手が回らなかったという
のが実情でしたが、18日間ぐらいでほぼ
全部戻ることができました。末期がんの3
名が亡くなっておりますが、これは致し
方ないということでした。それから 2 名
が在宅医療に移行しているので、災害関
連死と呼ばれるものはなかったと思って
います。 
 
停電のメカニズムですが、普通は火力
発電所からこのように来ているわけです
が、よくテレビに出てきた鉄塔倒壊でこ
こが切れるわけです。ただ、切れても下の
千葉火力とか姉ヶ崎の火力発電所から電
気が来るはずなので、上を切ってこちら
に流せば当然来るはずでしたが、こうい
うところが全部ちぎれていたわけです。
末梢でちぎれていた。これなんかはまだ
ましな方ですけれども、いろんなところ
で電線が切れていますので、結局末梢ま
で行かなかったというのが、千葉県の大
規模停電のメカニズムでした。 
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反省点としては、やはり県も病院も災害
対策の設置が遅れた。それから連携として
は、厚労省と経産省の連携はどうだったの
かというのは疑問符が残りました。それか
ら非常電源で病院機能が保たれていたので、
災害モードであることを周知できず、麻酔
科医は定期手術を行っていたというのが反
省点でした。 
 
 
 
 
やはりマンパワーが非常に不足していた
ので、千葉県固有の災害医療チームという
のもありますが、院内のそれを活用できな
かったり、入退出の管理も不十分だったと
いうのがありました。あとはDMAT活動を
夜中まで行い、搬送距離も長くなってしま
ったということで、安全性にもちょっと問
題があったかなと思います。 
  
 
 
 
訓練では何回か行っていますが、取りあ
えず初めてのDMAT活動拠点本部として活
動して、最大の目的を果たすことはできた
と思います。 
急性期から慢性期への引き継ぎもうまく
いったのではないかというのが結論です。 
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この後、台風19号がやってきました。 
これは袖ケ浦の写真ですけれども、そ
んなに多くありませんが、もっと南房総
に行くとほとんどの屋根がシートで、雨
がザーザー降って悲惨なことになったよ
うです。 

 

 

これは昔行った東日本大震災のときの大槌町ですけれども、こんなひどいことになっていました。これが
翌年になるとだいぶきれいになって、道も開通していましたが、ここら辺は何も建っていませんでした。 
これが 8年すると家が建ち少し活気づいてきましたが、やはり一回被災するとこんなに時間がかかるのか
なということで、千葉県も都会といえば東京に近いわけですけれども、回復には相当まだかかるのかなと思
っております。 
以上になります。 
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 本日はこのような貴重な機会を与えていただきましてありがとうございます。普段は災害を意識して診療

していることがあまりないのですが、身近にこのような被害を受け、今回は非常にいい経験というか、結構

大変な経験をしましたので、そのお話をさせていただきます。 

 

まず当院が被災しましたその状況をお話します。当院は約

300 床の病院で、神経内科は約 60 床ほどですが、そのほとん

ど 9 割 5 分が神経難病の患者さんということで、そういう方

の実際の被災状況と、今後の課題として少し気付いた点があ

りましたので、そのあたりをお話させていただきたいと思い

ます。  

 

これは病院の隣の敷地で、立派な木がたくさん立っている

ところでした。まさに被災した夜は、私自身当直だったので

すが、朝カーテンを開けてその敷地を見ましたら、大きな木

がぱっかり割れており、夕べの台風はいつもと違いすさまじ

かったということに気付かされました。 

  

 

 

主な出来事を、当院の透析室の古宮副師長さんにまとめていただいたものです。9 月 9 日の朝から 11 日の

朝まで、ほぼ 2 日間電気が来なかった時間帯を中心に東病院が被災した状況を示しています。 

国⽴病院機構 千葉東病院  武⽥ 貴裕  

台⾵ 15 号災害による当院難病患者の被災状況と今後の課題 
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最初に雨漏りですが、窓からの雨の吹き込みで廊下中水浸しになり、病棟やナースステーションも、すこ

し古い病院ですので、建物の継ぎ目から漏れて、パソコンが濡れてしまったりという雨漏りが明け方の 3 時

ぐらいから始まりました。5 時 15 分から全館停電になり、エアコン停止、薄明かりの中仕事を続けなければ

ならない状況になりました。幸い自家発電が速やかに起動できたので人工呼吸器等はこちらで賄うことがで

きました。その後、倒木の影響で、病院入口のゲートが不通になったり、いろいろなことが朝になって分か

ってきました。それ以降、主に停電が大きく病院運営に影響を与えましたが、停電が完全に復旧するまで 2

日弱、43～44 時間ぐらいの時間がかかり、その間にいろいろなことがありました。 

 

 雨漏り被害はもちろん大変でした。

雨漏りが続いているところは拭いたり、

ビニールシートで覆うなど、病院の箇

所箇所、そのような対応をしていくし

かないという状況でした。 

倒木被害は先ほど申し上げたとおり

で、ゲートも開かないという状況でし

たので、常時開放というかたちを取り

ました。 

 

停電が一番ひどい状況だったと思い

ます。病院西側の送電線が倒木で切断

されたことにより、いきなり停電が起

こりました。通常電源は使用できず、赤

電源、いわゆる非常用電源で、最低限の

電力供給のみでやっていくことになり

ました。つまり通常灯、もちろん冷暖房、

あと PC、自動販売機などは全部使用不

能になったという状況です。でも赤電

源が起動できたので人工呼吸器などは

何とか助かりました。 

 

普段からこういう対策をしておけば

良いのですが、突然やって来ます。台風

が数日前から来るというのはもちろん

分かっているのですが、これほどひど

い被害が出るということはこれまであ

まりないことでしたので、アイスノン

や扇風機などがすぐに出せず苦労しま

した。日中スタッフが出てきて、どんど

んこのような対策を取っていってくれ

たという状況です。 
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電源が落ちていますので、エレベーターは動かず、食事は職員の方がバケツリレーで対応したところもあ

りました。また伝票類は全て手書きしなくてはならないという手間がかかる状況となり、患者さんの診療も

しつつ、かなりそちらに労働力を取られるということが起こりました。 

 

 非常用電源は普段どういうものか

あまり考えたことがないと思います

が、重油で動くもので、最大発電量が

750kW です。すこしぴんときません

けれども、これぐらい賄えるものです。

結果的に今回、丸々2 日間非常電源が

使用できていたので、人工呼吸器に関

しては何も手間を掛けることなく幸

いでした。ただこの非常用電源がオー

バーヒートでダウンするということ

もあるそうで、2 日以上連続で稼働で

きたのは奇跡に近いということが言

えるそうです。 

 人工呼吸器自体が仮に止まったとすると、内蔵バッテリーがありますので、6～7 時間は持ちますが、仮に

こういう非常用電源がうまく立ち上がらなかったときにどうするか、やはり今後考えておかないといけない

と思います。人工呼吸器が停電で動かなくなってしまうと、本当に患者さんを搬送しないといけないという

ことになりますので、非常用電源が何とか使用できているということが非常に大きかったと思います。 

 

当院は神経難病の方で、

ALS の方で人工呼吸器を

常時必要とする方が、5～6

人程入院していて、あとは

重症心身の病棟もあり、そ

こでも使っています。マス

ク型の人工呼吸器を使っ

ている方もいますので、だ

いたい 20 台ぐらいは常に

運用している状況です。こ

ういったことも踏まえて、

病院として今後いろいろ

対策も考えていかないと

いけないという話が院長

からありました。 
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実際、病院がこのような被災を受け

た状況で神経難病の患者さんがどう

だったかという具体的な事例ですが、

同僚の先生からも情報を得まして、今

回の被災で大きく影響を受けた方々

は 5 名いらっしゃいました。すべてパ

ーキンソン病の方で、今回の被災では

具合を悪くしています。結論からいい

ますとやはり冷房が来ないというの

が一番厳しかったようです。蒸し風呂

状態の病棟となり、体温のコントロー

ルがしづらい病気、パーキンソン病は

やはり自律神経の病気ですので、発汗

などがうまくできなくて熱がこもっ

てしまいます。それで具合が悪くなってしまうという方が続出しました。 

症例 1 は本当に重症な治療中の患者さんで、これは熱中症うんぬんではなく、集約的治療をしないといけ

ないという状況で、主治医はほかにもいろいろ仕事をしなくてはならず、集約的治療が困難と判断して救急

医療センターに搬送した例です。 

 症例 2～5 は基本的には熱中症に近い状況で、症例 2 に関しては本当に具合が悪くて、2 日目に意識も混濁

して、点滴で様子を見ざるを得ませんでしたが、これ以上続くと本当に亡くなってしまうという危惧があり、

3 日目に冷房が復旧していなかったら搬送しましょうということで、搬送先も確保できていたところでエア

コンが復旧して、転院せずに済んだという症例が症例 2 です。症例 3 もパーキンソン病の方で、熱中症で点

滴治療を行いました。4 と 5 の方々も同じような状況でした。やはりエアコンが切れて暑くなると、パーキ

ンソン病の方は具合が悪くなるなというのを実感しました。 

 

平均気温 29℃、湿度 74％という環

境のなか、若い患者さんや、ALS の方

などは意外に結構大丈夫でした。 

パーキンソン病の方はやはり汗を

うまくかけない方が多く、熱中症を起

こしやすいのではないかと実感いた

しました。 
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次はかかりつけの神経難病の方が

どうであったか、問い合わせも含めて

経験例をご報告します。逆にかかりつ

けの方で問い合わせ等を含めて多か

ったのが、やはり圧倒的に多いのが

ALS の患者さんで、自宅で被災して人

工呼吸器等を使用している方々がほ

とんどでした。停電になって吸引器と

か人工呼吸器もバッテリーが長く持

たない、収容してもらえないか、とい

うご家族からのお電話が何件かあり

ました。一応受け入れ体制は取ってい

ましたが、病院も被災してしまうと、

そういう状況を説明すると「自分たち

で何とかしてみます」という方が多かったです。 

症例 1 は吸引器が使用不能になり、被災している状況を説明した上でも何とか診てほしいということでい

らしていただいて、入院になった方です。 

 それ以外の症例で、うちでお引き受けすることができなかったという残念だった症例をご紹介します。症

例 2 の方は人工呼吸器をずっと使っている方でしたが、自宅近くの病院に電話したところ、居るのはいいよ

と言われたと。うちは電気が通っているし、もちろん使っていい、水も提供するけれども、自宅に帰れる状

況になったら帰ってくださいということで、入院じゃなくて外来に間借りでいさせてもらったというのが症

例 2 の方です。 

症例 3 と症例 4 は、自家発電、車とかそういったところから電源を取って人工呼吸器とか吸引器を使用し

たという方々で、自宅で何とか対応できたという方々です。 

 

 症例 5 の方は、台風がまさに来て病

院が被災中のときは来なかったので

すが、台風によって自宅の壁が壊れて

しまい、台風が去って数日して壁修復

まで入院させてほしいという方でし

た。 

症例 6 の方は、TPPV（気管切開下

人工呼吸療法）ではないのですが、

BiPAP（二相性陽圧起動療法）を比較

的かなりの時間帯で使っている方で、

この方も自家用車バッテリーで何と

か過ごしましたという報告を後日受

けました。 

症例7はパーキンソン病の方でした

が、自宅で停電被災したため当院への避難要請をいただいて、ただ当院もエアコンが全然動いていませんと
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いうことを言ったところ、この方の家族は考えて、エアコンが効いている市内のホテルに行った方が良いの

ではと考え、そちらへ避難したということです。ただ、ベッドがいつもと違うので、臀部が少し赤くなって

しまった、ということを後でおっしゃっていましたが、そういう方もいました。ホテルに避難するというの

はあまり考えなかったので、こういう方法もあるのかと、少なくとも都市部ではそういうこともできる可能

性があります。 

 症例 8 に関しては、台風 15 号では自宅が大きく被災することはなかったようですが、結構怖い思いをし

たということで、19 号のときは避難勧告を受けたときに、心配なので、どうかいさせてほしいといって、19

号のときに病院にレスパイト避難をしたという方が 1 人いらっしゃいました。 

 

在宅の方、かかりつけの方で災害時

に問い合わせがあった方は ALS がほ

とんどで、要するに人工呼吸器を使っ

ている ALS の方がほとんどでした。

ただ、病院も被災してしまうというと

受ける側も余力も少ないですし、かか

りつけの重症患者さえ、受け入れがな

かなかスムーズにできるという状況

が取れなかったというのが、残念とい

うか今後何とかできるかどうかとい

うことでもあると思います。 

 

最後に今後の課題ですが、電気が来

ないというのはとても困ると、当然皆

さんそう思われると思います。今回は

自家発電がちゃんと動いていたので、

病棟のスタッフがそこに時間を割か

なくてもいいということができまし

たので、せめてこれが担保できたとい

うのは安心感につながりました。ほか

のところに力を割けるということが

できたのが良かったです。 

それから実はこの災害の前に、今年

に入って 2 回ほど停電がありました。

そのときにうまく非常用電源が作動

しないということがあり、そこで病院としては対策が取れていたので、今回の災害のときに非常用電源がス

ムーズに入ったというふうに思っています。それがせめての幸いだったという状況でした。あとはやはり人

工呼吸器のバッテリーが残っていないと、急に停電したときにすぐ止まってしまいますので、こういう定期

確認も当然必要になってきます。 

 あとはわれわれと一緒ですが、患者さんへの日頃からの危機意識の喚起もしていかないといけないと思い

ました。むしろ僕らよりは患者さんの方が考えている場合もあるのではとも思います。先ほどのように、ホ
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テルに避難するとか、取りあえず自宅近くの病院のどこかに駆け込むなど、困ったときには本当に患者さん

がすぐ行動を取っていらっしゃいました。でもこういう危機意識の喚起というのは、普段からしていった方

がいいだろうとやはり思いました。 

 そして、行政への働きかけというのもこれからしていきたいと思います。うちは難病の患者さんが多く、

自治体のレスパイト事業にも参加していますが、レスパイトしている病院がどういう状況かを把握できるよ

うな体制を取っていき、困った患者さんから問い合わせを受けたときに、速やかに患者さんの振り分けとい

うか、神経難病を受けてくださるような病院の振り分けをしてくれるような行政の機関があれば、なかなか

難しいと思いますが、そういう対策も一つ方法としてはあるのではないかと思いました。 

 結局今回の災害で思ったのは、やはり情報の共有というものが災害直後にできず、情報もどこを見たらい

いかも分からないですし、取りあえずはまず 1 日～2 日は自分たちで、自分たちの病院と患者さんを何とか

守る、そういったことをせめてできるように普段から意識しておいた方がいいと思いました。だいたい助け

が来るのが今回も 2 日～3 日ぐらい後で、その頃には電源も戻っていましたが、まさに被災した直後、周り

がどんな状況かも全く分からず、電気がいつ復旧するかもちろん分からないという状況の中で「いかに自分

たちで病院を守っていくか。1 日～2 日は何とか自分らで乗り切ろう」というのを普段からできるように想

定しておいた方がよいのではないかと、今回の災害を通して思いました。 

ご清聴ありがとうございました。 
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 安房地域医療センター・脳神経内科の中嶋と申します。私は中核病院で常勤、君津市で週 1回往診をして
おりますので、その時の現場でのお話をさせていただきます。よろしくお願いします。 
 

 
まず千葉県の二次医療圏についてです。千葉県は縦に南北に長いのが特徴です。常勤している安房地域医療セ
ンターは、一番南の赤丸の館山市というところにあります。そして、青丸の君津市で在宅診療もしております。 

 

 
台風 15 号に関して、かなり強い台風が南方から来ると予想されていました。結果としては最大の瞬間風速
はだいたい50mぐらいでした。ふつう、南側に面して家を造り、南側が広くなっているため、今回は南からの
風であったため屋根が吹き飛びやすかったのではと思います。雨に関しては箱根など方が多かったようです。 

安房地域医療センター  中嶋 秀樹  

房総半島南部における台⾵ 15 号による医療への影響と課題 
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4 日前の 9月 5日には米軍の台風情報センターが、静岡県辺りに上陸して風も結構強いと予想し、気象庁
の方も把握していました。2 日前には東京でも気をつけましょうと放送していました。そして 9 日未明にい
きなり停電ということで、台風によって断水、食料不足、ガソリン不足などの「兵糧攻め」を受けました。
そのときに出た東電の発表では、左図のように、かなり停電の範囲は限定されていて、回復は早いという予
想でした。しかし、周りの電線、家の壊れ具合などを見たとき、そんなにすぐに復旧するわけがないと思い、
南房総、館山近辺の私たちは厳しい状態に陥ると覚悟していました。最終的には 10 月 4 日の総務省の発表
では、関東全域で 1人が死亡、重症者は 148 名という発表がありましたが、現場ではこれらの数字と違った
感触がありました。 
 
◆災害拠点病院での医療活動 ～千葉県館山市～ 

 まず、常勤である館山市の災害拠点病院でのお話をさせていただきます。 
安房地域医療センターは、亀田総
合病院と同じ系列の病院です。病
床は 149 床と小さいですが、若
手の研修医の先生がたくさんお
り、総合診療科を中心に多くの救
急患者さんを受け、入院診療も活
発な病院です。災害拠点病院でも
あります。この地域は高齢化率が
40%の地区であり、災害を受けて
しまった方も皆さん高齢者です。
すると、家などもなかなか直せな
いということで、今でもブルーシ

ートの家がたくさん残っている状態です。 
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発災から時系列でみていきます。 
被災当日は停電がひどかったです。非常電源が立ち上がらず、完全に病院の機能が奪われました。電子カ
ルテ、PHS は使用できず、紙カルテ、トランシーバを代用しました。吸引器、輸液ポンプ、モニター、冷蔵
庫も使用できず、輸血ができないため、重症の受け入れは不可能になりました。画像検査もできず、カテ室、
手術室は閉鎖されました。エレベータももちろん機能せず、移動ができなくなりました。当直室も浸水し、
院内で窓ガラスが割れたところがあり、ブルーシートで補修しました。透析室だけは何とか非常電源が機能
し、一人 1.5 時間に短縮し、1 日 70 人を稼働させました。食事に関しては、食材が 2 日分ぐらい備蓄され
ていたため、職員を含めて何とか供給ができました。 
 業務が追い込まれた状態で、実は職員もかなり被災していましたので、家に帰っても水が出ない、電気も
きていない、お風呂に入れないということで、病院に寝泊まりする職員もいました。 
高速道路が閉鎖されたということも影響が非常に大きかったです。自宅内が蒸し暑く、冷房を求めて車内
で生活するためで、ガソリンがすぐになくなり、地域のガソリンスタンドの備蓄が底を尽きてしまいました。
食事とともにガソリンの 1日でも早い供給が求められました。 
 

 2 日目の病院の状況です。
HOT を利用している患者さん
に対して、帝人が積極的に高速
道路以外の交通網を使い、何と
か配達してくれていましたが、
パンク状態で、在宅の方から連
絡が次々と舞い込み、個々の対
応ができなっていました。最終
的に当院に酸素ボンベを 50 本
置いていかれました。需要はた
くさんありましたが、実際使っ
たのは 9 本だけであり、有効に
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機能しませんでした。さらに、蒸し暑さの中で冷房もないため、熱中症患者が数日でかなり増えてしまい、
特に施設の高齢者が危険な状態に陥っていました。施設の方々がうちわであおいで難をしのいでいました。 
 近隣の市中病院、小さい病院では割れたガラスによる軽い外傷の処置などに追われてしまい、従来の機能
を喪失しておりました。高速道路の完全な復旧によるガソリン、食糧の供給を望まれました。 
通常の外来を再開しましたが、患者さんが誰もまだ来院できる状態ではなく、キャンセルばかりでした。
そしてDMATが来てくださるということが決まって、みんなもうちょっと頑張ろうという雰囲気になりまし
た。あとは院内で冷房が効いているブロックに、患者さんを入れよう、という方針になり、デイルームにパ
ーテーションをつくって、応急の布団を敷き、で約 30人の患者さんを受け入れました。 
 

 3 日目以降の病院の状況と
取り巻く環境についてです。 
3 日目に DMAT が来てくだ
さって本当に助かりました。
そしてボランティアの受け付
けも開始しました。東京医科
歯科大の救急の方々が応援に
来てくださり大変助かりまし
た。酸素ボンベも当院の外来
患者への供給が始まりました。 
4 日目、インフラ面では、電
車は完全に止まっていました。

そして病院協会の AMATも来てくださり、大変助かりました。 
5 日目、スタッフがかなり疲労困憊（こんぱい）し始め、総合診療科、救急科などの若手の先生たちもふ
らふらでしたが、DMAT、AMAT の方々が助けてくださり、何とかしのぐことができました。左の写真は近
くのスーパーです。実際入ると牛乳や野菜などは全くなく、2 週間ぐらいはこの様な状態でした。右の写真
は館山の海岸です。館山は海がとてもきれいな観光地ですが、砂浜には流木、ごみなどが散乱し、ひどい状
態でした。最右の写真は当院職員の自宅写真です。寝室の窓ガラスが割れ、雨風もしのげなくなり、1 階に
雨漏りしました。修繕はだいぶ遅れ、12月にようやく終ったとのことです。 

 
 被災の前後における、当院救急
外来患者数の推移です。去年 1 年
間で、1日平均 51人来院していま
した。発災の前日、9月 8日は 67
人でしたが、発災当日は 156人と
3倍に急増しました。埼玉県、茨城
県とともに千葉県は日本で最も人
口当たりの医師数が少ない地域で
す。さらに当院は医療過疎地域で
あり、このような状況下では、当
然ながら救急外来として対応でき
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る能力を超えてしまい、支援により助けていただきました。入院に関しても、ベッドが満床のため、9月 10
日頃、前述の冷房が効いているデイルームを臨時の病床として運用し始めました。 
9 月 9 日～11 日の 3 日間の外来患者数が多いことは当然ですが、以降も多くの救急外来患者が続くことに
なったのは意外でした。慢性的な疾患、台風による高温多湿などで体調を崩した方、屋根の修繕中に転落し
た外傷患者さんなどが次々と来院し、なかなか減少に転じませんでした。 
 

 次に、脳血管障害患者数につい
てです。停電により脱水を呈して
増えるのではないかと思いました
が、実は 9 月の患者数は減ってい
る。これはおそらく被災して病院
にさえ行ける状態ではなかったと
思います。あとは君津中央病院、亀
田総合病院などの大病院に搬送さ
れ、当院には搬送されていなかっ
たのかもしれません。当院に入院
した脳出血 1 名、脳梗塞 1 名に関

しては、台風と関連があると判断しました。脱水がひどくなり食事を食べられなくなった、ストレスで全く
眠れなかった、家が被災したなどが間接的な原因となり発症したと考えました。 
 

 経過の特徴として、発災の直後
はガラスで切ってしまったという
軽症の方がたくさん来ました。数
日後は施設からの熱中症の高齢者
の方、受診できていなかった定期
外来の患者さん達が薬を下さいと
来院しました。そこから 2 週間以
内ぐらいは高温多湿の中で生活し
ていた方が体調を崩した、一般的
な下痢の方とかそういう方が来院
し、その他は内服がない、ストレス

で過ごした結果生じた脳血管障害の患者さんたちなどが来院しました。 
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◆在宅診療所での医療活動 ～千葉県君津市～ 

 

次は君津での往診による医療活動です。いつもこの中央の写真のチームで、車で往診しています。ちょう
ど被災の直後が往診の日でした。様々な場所で、台風の爪痕がありました。電線に 5m もあるような鉄板が
ぶら下がり（左上、左下）、木は倒れていました（右下）。鉄塔（右上）もよくみると左側には電線がありま
すが、右側にはありません。右側の鉄塔が倒れていますので、君津近辺での停電の原因になりました。 

 

  

被災当時、在宅で診ていた患者数は 138名、施設入所中の患者数が 38名で、診療所全体で計 176名の患
者さんを診ていました。在宅 138 名中、HOT を導入していた患者数が 11名（7.9%）なので、約 12名に 1
人が利用していたことになります。その 11名の内訳は、高齢者の方が多く、COPDなど様々な疾患患者さん
でした。神経難病患者さん、透析患者さんはそれぞれのネットワークで把握されておりますが、上記の患者
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さんたちはネットワークから漏れていることになります。業者さんが把握しているだけであり、だれがどこ
で酸素ボンベを使用しているかは業者さん任せになっていたということになります。それぞれの在宅患者さ
ん達は、自宅でみる・看取ると覚悟をされた上で生活されていますが、台風による被災、停電により酸素供
給ができないことは予想外であり、臨時の手段である酸素ボンベが届かないということでかなり追い込まれ、
パニックに陥っておりました。最終的に 11 番の赤字で示した患者さんは、心不全が増悪し、呼吸状態が悪
化して、9月末に死亡されました。報道などの統計には現れない課題と考えます。 
 

 症例の提示を 3 例します。
まず 1 例目は先ほどの亡くな
られた方です。心不全、肺腺癌
がある高齢女性でした。家に
酸素ジェネレーターがありま
したが、台風による停電で酸
素を作れなくなり、酸素ボン
ベの供給が追い付かず、SpO2 
70%台が1日弱続いてしまい、
その後から呼吸状態が悪化し
ました。約 2 週間後の 9 月下
旬、亡くなられました。 

2 例目も 90 代の女性です。この方は停電のために熱中症を呈して一回近医に入院し、すこし状態も持
ち直しましたが、助からないと判断し、最期は当初の予定どおり在宅で看取る方針になりました。最終
的に 1 カ月後、自宅で亡くなられました。 
 

 次の症例 3 と 4 に関しては
80代のご夫婦です。 
ご主人は認知症、奥さんはう
つ状態の方でした。何とか自宅
生活できていたので往診して
いたわけですが、写真のとおり、
壁が吹き飛び、雨風をしのげず、
生活できないということで二
人で同じ施設に入所されまし
た。ご主人がかなりの認知症で、
廊下でだだをこねたり生活に
支障が生じたため、他の病院に

転院しましいた。夫婦が台風によって別れることになってしまった症例です。 
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千葉県の保健医療計画と今回の病院、往診での動きについて照合してみたいと思います。災害時における
医療という点では、計画はおそらく阪神・淡路大震災、東日本大震災の経験から策定された影響もあり、結
構細部まで記載されており、すごくよくできています。多くの死傷者が生じ、インフラが被災することも想
定され、あとは適切な医療活動を早く行いましょうといった流れであり、ある程度予想されたことであった
ようです。今回は何よりも、停電の影響が大きかったです。医療機器を使えない、通信網が遮断、スマホが
とにかく使えませんでした。「広域通信ダウン」と言われていましたが、情報が全く入らない状態になりまし
た。通常のメールは使えず、電話も使えないので、外部から情報が入らない状態に陥ってしまいました。ポ
ンプを使う水道は断水し、交通も停電により高速道路が使用できず、結果的にと食料などが不足し、病院の
機能不全に拍車をかけることになりました。 
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災害拠点病院の整備という点で、当院にもDMATの方々が素早く派遣され、本当に助かりました。とにか
くスタッフのストレスが減りました。医薬品を各健康福祉センターに保管・備蓄しておくということになっ
ておりますが、酸素ボンベは医薬品ではないため、今後の課題です。電気が通じなくなった瞬間にHOT患者
さん達のジェネレータを使用できなくなり、電気の復旧までは酸素ボンベしかありません。ボンベを 1L/min
で使ったとしても 3～4時間しか持ちませんので、HOT 2L～3L/min という方は、1日に 5～6本のボンベが
必要になります。たとえば 2週間分を備蓄するとなった場合、相当な数を患者さん宅や各健康福祉センター
に備蓄しなければならなくなります。ある患者さん宅には、帝人さんが直接配達してくれましたが、寒がり
な人であり暖房をつけており、暖房の真ん前にボンベをたくさん並べており、恐ろしかったです。非常電源
を導入する、酸素ボンベ備蓄・管理するなどの対策を今後考えなくてはいけないと思います。 

 

 

あとは災害時には EMIS、ネットを活用した情報提供ということですが、うちの病院は完全に電気がダウン
していましたので、通常の情報は全く入らず、DMAT からの情報が頼りでした。ちまたで千葉が今どういう
状態になっているのかも、スマホが使えないので、個人的に情報が入らないという 3日間でした。そして前
述しましたが、医薬品は備蓄することになっているが、医薬品ではない酸素ボンベはどのような扱いとすべ
きかが問題です。 
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台風は地震などのように、突然不意にやって来るわけではありません。天気予報により少なくとも数日前
には進路などが予想され、準備する時間があるため、いろいろな面から十分準備をしておく必要があります。
あとは停電時に速やかに復旧・使用できる電源、通信網の整備が重要です。インフラ業界、東電、ソフトバ
ンク、au などには頑張っていただきたい。私たちの生活は電気、通信網に依存していることがよく分かった
災害でした。それらがなくなって、サッと足下をすくわれたときには備えて、医療機関、各個人などのレベ
ルでも準備しておく必要があると思いました。特に強調したいのは、酸素ボンベを現在使用している患者さ
ん宅のオンタイムでの把握、停電時に対応できる酸素の濃縮装置、液化酸素の装置の準備、そして迅速な供
給が重要ということも重要と実感しました。 
 私が往診している診療所の当時 138 名の方々に関しては、11 名が酸素を使用中と診療所の白板に書いて
ありました。難病患者さんに関しては把握されていると思うのですが、HOTに関しては各病院、診療所単位
で集計できるとは思いますが、業者さん任せであることも今回分かりました。突然災害が起きても「誰に酸
素をどれだけ、何本、どこの地区に運べばいいのか」という全体像が全く分からないということです。自宅
で看取ることが前提の在宅患者さん達もいるとはいえ、予期せぬ状態の増悪にはご家族の皆さんも焦ってし
まいます。広域に関する内容であり、公共性も高いため、業者さんに任せるには限界があり、行政の介入が
必要と思いました。 
 最後にスタッフの支援が重要です。病院を支えようとスタッフ一同頑張りましたが、高齢化した地区でも
あり、自宅が被災した上に高齢の親御さんと同居している、などがかなり追い詰められております。スタッ
フを何らかの方法で精神的な面、物資的な面で支えていくことが最も大事と思いました。 
以上です。 
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 熊本大学の中根といいます。今日はこのような場を与えていただきまして、関係者の皆さまに感謝申し上
げたいと思います。ただいまの熊本城の写真をお出ししましたけれども、10月から特別公開がなされており
まして、まだこういう状態です（スライド 2）。これは 2019 年 10月の熊本城ですが、だいぶ近くまでは入
れるようになりました。まだ中には入れませんけれども、今は大天守の外観は完全に復旧したという状況で
す。横にあるのが小天守ですが、これはまだ復旧できていない状況です。トータルで復旧するのが 2039 年
ということですから、あと 19年かかるというふうに言われております。私は今ちょうど 50歳ですので、完
成するときは 70歳ということになりますでしょうか。 
 ご存じのとおり 2016 年 4月に熊本地震があり、この写真に示しますのは私自身が避難していた小学校の
体育館です。この写真は熊本大学の神経内科の研究室の様子です。多くのサンプルや実験機器がこのように
破損しました。こちらの写真は関連病院の会議室の様子になりますが、天井が落ちています。この規模の地
震がもし日中に起こっていたら、非常に大きい災害になっていただろうな、というのは容易に想像がつきま
す（スライド 3）。 
 私は長崎市の出身で、中 1のときに長崎大水害という非常に大きい災害がありました。私自身も被災者だ
ったわけですが、そのときの記憶が熊本地震の時には思い出されました。この熊本地震の際には自分もまた
被災者であり、医療者として役に立たない自分自身を情けなく感じました。また、東日本大震災の時には東
京で被災し、いろんな情報収集などを行ったにも関わらず、何を学んできたのだろうと後悔した次第です。
熊本地震での被災経験は私が「災害時の神経難病医療」に取り組むきっかけになったわけです（スライド 4）。 
 熊本地震を難病医療の視点から見た問題点というのは幾つかありますが（スライド 5）、避難所におけるケ
アスペースの問題、福祉避難所の存在、福祉避難所の機能、災害時の避難支援計画はどうなっていたのか、
平常時の備えがどうなっていたのかというのは、その後もクローズアップされています（スライド 6）。 
一部の新聞報道で出ていますが、進行性核上性麻痺という神経難病の患者さんが福祉避難所の存在を知ら
ず、車中泊を続けて震災関連死に至ってしまったという、痛ましいニュースも出ておりました（スライド 6）。 
熊本地震に限らず、いろんな震災が起こるたびに取り上げられることではありますが、「いざというときの
ための備えをいかに平時にできているか」ということがやはり大事ではないかと思います（スライド 7）。熊
本県では熊本地震後の平成 29年に災害対策ハンドブックというのができてはおります（スライド 7）。 
 これまでの「日本における災害対策と難病」の歴史をさっとおさらいします（スライド 8）。 
平成 18年には避難支援ガイドラインができ（スライド 9）、平成 25年には災害対策基本法が改正され（ス

ライド 10）、避難行動支援に関する取り組み指針も出されてはいます（スライド 11）。その後に熊本地震が
起きるわけですけれども、このように災害が起きては対策を組む、という追いかけっこの繰り返しをしてい
るようにも見えます。 
 こちらのスライドに示しますのは名古屋大学減災連携研究センターの先生が書かれたヤフーニュースの記
事です（スライド 12）。これを読むと関心はやはり地震と震災に向きがちですが、災害は地震などの地象災
害だけではなく、豪雨や暴風などの気象災害も多くあります（スライド 12）。今回の千葉における台風 15
号は気象災害がベースで、そこに大規模な停電という非常に特殊なかたちの災害がわれわれの日常生活や診
療にダメージを与える、という災害でした。 

熊本⼤学  中根 俊成  

災害時の神経難病医療リエゾン活動の推進に向けて =⽇本神経学会の取り組み=
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 こちらのスライドに示しますのは厚労省の研究班における難病患者災害対策の歴史的経緯です（スライド
13）。溝口先生にお聞きしますと、災害対策のプロジェクトチームは平成 20-22 年度の時点から始まってい
るとのことです。一方、神経学会では IT 化推進委員会がベースになって、そこから災害対策も兼ね、事業対
象と事業内容が設定されました（スライド 14）。そしてこのような災害支援ネットワーク掲示板や患者さん
の受け入れ可能施設登録のシステム作り、各種の連携、模擬訓練などを進めてきたことなどが日本神経学会
としての取り組みになります（スライド 14）。 
東日本大震災において患者さんの受け入れ、搬送、実際このときに広域搬送やヘリコプターによる移送経
験などが初めてなされましたが、費用負担等の面で問題が生じたと聞いております（スライド 15）。 
 これらの経験から神経学会では災害対策をさらに改善しようとしており、現在はその途上にあります。難
病患者さんの災害時医療のニーズへの対応、ネットワーク形成、医療支援、需要と供給のバランスなどをコ
ーディネートしていく必要性が考えられています。すなわち医療と行政、需要と供給、こういったバランス
をコーディネートする人材というのを各自治体につくっていこう、配置していこうということになりました
（スライド 16）。 
 災害における一般的な医療支援として DMAT や各設置主体による医療がありまして、調整役として統括
DMAT や災害医療コーディネーターという方がおられます。ですが難病患者さんについては難病医療に特化
してコーディネートする人材が必要になるのではないかというのが、神経学会の考え方になります（スライ
ド 17）。 
 このコーディネートする人材が「神経難病リエゾン」という名称になりまして、いろいろな方々と連携し
ながら連携、調整を試みます。各都道府県における神経難病ネットワーク長には神経内科学の教授あるいは
難病診療拠点の院長の先生にお務めいただいています。当初の構想では、神経難病リエゾンは災害時医療調
整本部に入って医療調整を、と計画していたのですがなかなかそうは簡単にいかないんじゃないかというこ
とがわかりつつあります（スライド 18）。 
 リエゾンのミッションは情報収集・発信、医療支援調整、保健活動、の 3つに大きく分けられます。実は
小児科の先生方はすでに小児・周産期リエゾンの活動を災害時になさっておりました（スライド 19）。 
私たちの神経難病リエゾンはこれを模倣するかたちで、リエゾン活動を神経内科的にできないかといった
ところで始めたわけですが、実際に小児・周産期領域の先生方と最初から同じぐらいのレベルで活動できる
かというと、それは非常に難しいのではないかということがわかってきたわけです。日本神経学会ではこの
ようにリエゾン活動を中心に据えた「災害対策マニュアル」を作成しましたが、リエゾンの仕事量や負担が
懸念された、ということになります（スライド 20）。実際にこのようにマニュアルができれば、本当に災害
対策はばっちりで「備えあれば憂いなし」かといいますと、そうではないわけです（スライド 20）。 
われわれが災害医療を学ぶ一環として昨年 8月 4日、大分に行きました。南海トラフ巨大地震を想定して
の「大規模地震時医療活動訓練」が大分県庁で行われました。DMAT のほか、様々な災害時医療対策チーム
が来られまして、模擬症例による訓練、他にそれまで想定されていないようなケースを訓練中に放り込んで
対応を検討するという、「ブラインド訓練」が行われました。EMIS や衛星電話などを事前に準備をして、ま
た防衛省や海上保安庁なども協力しての大々的な訓練でした（スライド 21）。 
このような活動ぶりを直に見ますと（スライド 22）、この中で難病専門の医師が災害時医療調整本部に入
って医療調整を行うことの難しさを感じました。 
 ではこの訓練が全く参考にならなかったかというと、そんなことは決してありませんでした（スライド23）。
それは小児・周産期チームや DPAT といわれる災害派遣精神医療チームの活動は、われわれ難病の専門にと
って参考になるところ大でした。小児・周産期ケースや精神疾患を持たれる方は、災害時要配慮者になって
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いますが、難病患者さんとの類似性があると考えます。一つは搬送が困難なケースが多いということ。二つ
目は搬送されるのは患者本人のみではないケースが多い。例えば小児・周産期でありますと母親もしくはお
子さんが付いてくることが想定されますが、難病患者さんにおいてもご家族が付かれていることがほとんど
です。精神疾患の方の場合はご家族が付いてこられることが考えられ、このような点は非常に似ていると思
います。合併症を有するケースが多いという点も含めて難病患者の避難というのは、小児・周産期リエゾン
やDPAT の活動と非常に近いものがあるのではないかと思います（スライド 23）。この災害活動訓練のとき
に、DMATの先生に「難病のこういった災害の対応というのは必要ですか」と私からお尋ねしましたら、DMAT
の方からは「それは絶対に必要です！」と言われました。「どうトリアージするか、を決めてほしい」とお答
えいただきました。神経内科、難病を診ている先生たちも意識を変えて「災害対策を自分でも、少しだけで
も取り組んでみよう」という意識改革があらためて必要なのではないかと思ったところです。 
 こちらのスライドは今年 7月に災害医療センターの方を訪問した時のものです（スライド 24）。ご存じの
とおり災害医療センターには DMAT 本部がございます。「われわれが神経内科医として、難病の専門家とし
て災害時にどのような活動をしたらいいでしょうか」とお尋ねいたしました。災害医療センターの小井土先
生からは「実際にどのような方を対象とするか」という「対象の明確化」と、小児神経科領域の先生方ある
いは学会とのタイアップ、「事前にいかに患者さんをリストアップしておくか、個別支援計画策定を支援して
いくか」という 3点をご教示いただきました（スライド 24）。 
 現時点でのリエゾン活動はネットワーク活動、「災害が起こったときの情報収集」にほぼ集約されています。
リエゾン元年に際して日本神経学会では、このようにリエゾン複数名配置、東京・大阪などの大都市圏では
すでに複数のリエゾンが配置されているのですが、一般的な地方の県においても 2～3 名のリエゾンを配置
しようということを目標に掲げています（スライド 25）。その上で事前の平時の備えとして「在宅人工呼吸
器装着者に絞る」、そのリストアップや個別支援計画策定支援などを充実させていくということになってお
ります。他には小児神経学会とのタイアップを視野に入れております（スライド 25）。そして来年 2月に全
国のリエゾンの先生にお集まりいただいての連絡協議会、研修というよりも連絡協議会を予定しています（ス
ライド 25）。 
こういったリストアップや個別支援計画についてですが、熊本においてもなかなか進まないという報道が
出ておりまして、「支援者の高齢化が課題」ということも書いてあります（スライド 26）。患者さんの個人情
報でもありますので自治体、行政側への働きかけが大事になってくると思います。こちらのスライド向かっ
て右側に溝口先生が書かれたシェーマ図に今述べたことが図示されています（スライド 26）。 
ここに書いてありますように「おそらく数年かかるのでは」と考えています。われわれとしてはできるだ
け早くにいい「難病の災害医療」を完成したくて、「神経学会の災害対策マニュアル」を上梓したわけですけ
れども、現時点ではなかなかそう簡単にはいかないということが実感としてあります。「Done is better than 
perfect.」とスライドには書いてありますが、最初から完璧を目指すのではなくて、まず取り掛かって、その
中で完成というか、より良い形にしていくのがいいのではないかと現時点では考えています（スライド27）。 
 これは先ほども出した取り組み指針のスライドになりますが、今後はまず「平時に、個別の支援計画をで
きるだけ早いかたちで、各自治体で準備していただく」ということに尽きます（スライド 28）。 
こちらは溝口先生から頂いたスライドになりますが、全体計画から名簿作成、個別計画までの流れが示し
てあります。どうしても「本人の同意は不要」から「本人の同意が必要」といったレベルになった時に、う
まく支援の計画が作っていけるか、が重要と思います（スライド 29）。 
 このスライドは熊本県の宇城市における「平時の備え」です。熊本県でも非常にこういった個別支援計画
がものすごく進んで、ものすごく作られているところもあれば、熊本県内 10 の保健所の管轄地域でなかな
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かうまくいっていないところもあります（スライド 30）。この宇城市、宇城保健所では平成 24 年度から図
上訓練をされ、個別支援計画を作っては実態把握、実態調査、避難経路確認を個別に行っておられます。熊
本地震のときにもこのような訓練、個別支援計画が有効だったようです。ですからやはりあらためて「平時
に避難の支援計画を個別に作る」ということの大切さがわかります。 
 神経学会では先の台風 15号や 19号においても、このようにネットワーク掲示板を立ち上げ、情報収集は
かなりできるようになってきつつあると捉えています。溝口先生と私では、学会員がこの掲示板をできるだ
け気軽に使ってもらえるようになればいいのではないかと思い、掲示板利用を促進しているところです（ス
ライド 31）。 
少しずつでありますが、神経学会会員にもこのネットワーク掲示板を使っての情報の収集、共有、発信は
浸透しつつある手応えを感じています。2017 年の九州北部豪雨以来、いろいろな自然災害のたびにネット
ワーク掲示板を立ち上げて、情報収集を行っています（スライド 32）。 
しかし神経学会として、災害に向けての対応課題はまだまだ山積しているという状況です。平時に関しま
してはここに挙げているとおり、リエゾンの研修・連絡協議会、ネットワークづくり、そして先ほどから再
三述べております、個別支援計画の策定ということになります（スライド 33）。災害時についてもここに挙
げていることを重要と考えておりますが、避難所というのは熊本地震のときにもワークした実感がないので
すが、福祉避難所を含めてどう位置付けていくか。様々な災害時支援チームが出てきていますが、福祉のチ
ームやリハビリテーションのチームを今後どのように取り込んでいくか、も考えるべき事項です。神経難病、
難病の専門家による避難所のスクリーニングを災害時に行っていく方法についても今後考えなければいけな
い課題でしょう（スライド 33）。 
今日はどうもご清聴ありがとうございました。 
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と
確
認

➡
見
知
ら
ぬ
人
と
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
き
ま
す
か
？

緊
急
時
に
は
「
病
院
へ
た
ど
り
着
け
な
い
」

➡
自
宅
で
72
時
間
，
生
き
抜
け
ま
す
か
？
 

➡
常
用
薬
は
少
し
多
め
に

緊
急
時
の
電
源
確
保
の
重
要
性

➡
人
工
呼
吸
器
（
内
蔵
・
外
部
バ
ッ
テ
リ
時
間
の
確
保
）
 

➡
吸
引
器
の
電
源
 

➡
車
の
ガ
ソ
リ
ン
は
い
つ
も
多
め
に

い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
の
備
え
は
？

7

8
日
本
に
お
け
る
災
害
対
策
に
お
け
る
難
病
の
位
置
づ
け

昭
和
22
年
：
災
害
救
助
法
 

昭
和
36
年
：
災
害
対
策
基
本
法
 

平
成
3年
度
版
「
防
災
白
書
」
：
災
害
弱
者
の
定
義

自
分
の
身
に
危
険
が
差
し
迫
っ
た
場
合
 

•
そ
れ
を
察
知
す
る
能
力
が
な
い
、
ま
た
は
困
難
な
者
 

•
そ
れ
を
察
知
し
て
も
適
切
な
行
動
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
ま
た
は
困
難
な
者

危
険
を
知
ら
せ
る
情
報
を
 

•
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
ま
た
は
困
難
な
者
 

•
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
そ
れ
に
対
し
て
適
切
な
行
動
を
と
る
こ
と
が
で
き

な
い
，
ま
た
は
困
難
な
者

災
害
時
要
支
援
者

阪
神
・
淡
路
大
震
災
 

19
95
年
（
平
成
7年
）
 

1月
17
日

8
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9
平
成
18
年
：
災
害
時
要
援
護
者
の
避
難
支
援
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

東
日
本
大
震
災
 

20
11
年
（
平
成
23
年
）
 

3月
11
日

9

10
平
成
25
年
：
災
害
対
策
基
本
法
改
正

第
四
十
九
条
十
　
市
町
村
長
は
、
当
該
市
町
村
に
居
住
す
る
要
配
慮
者
の
う
ち
、
災
害
が
発
生
し
、
又

は
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
自
ら
避
難
す
る
こ
と
が
困
難
な
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
円
滑

か
つ
迅
速
な
避
難
の
確
保
を
図
る
た
め
特
に
支
援
を
要
す
る
も
の
（
以
下
「
避
難
行
動
要
支
援
者
」
と

い
う
。
）
の
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
 

地
域
防
災
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
避
難
行
動
要
支
援
者
に
つ
い
て

避
難
の
支
援
、
安
否
の
確
認
そ
の
他
の
避
難
行
動
要
支
援
者
の
生
命
又
は

身
体
を
災
害
か
ら
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
（
以
下
「
避
難
支
援

等
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
た
め
の
基
礎
と
す
る
名
簿
（
以
下
こ
の
条

及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
」
と
い
う
。
）
を

作
成
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

10

11
平
成
25
年
：
避
難
行
動
要
支
援
者
の
避
難
行
動
支
援
に
関
す
る
取
組
指
針

改
正
災
対
法
に
基
づ
き
取
り
組
み
必
要
が
あ
る
事
項

 
1.
全
体
計
画
・
地
域
防
災
計
画
の
策
定

 
2.
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
の
作
成
等

 
3.
発
災
時
等
に
お
け
る
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
の
活
用

さ
ら
な
る
避
難
行
動
支
援
の
た
め
に
取
り
組
む
べ
き
事
項

 
1.
個
別
計
画
の
策
定

 
2.
避
難
行
動
支
援
に
か
か
る
地
域
の
共
助
力
の
向
上

平
成
25
年
内
閣
府
（
防
災
担
当
）
「
避
難
行
動
要
支
援
者
の
避
難
行
動
支
援
に
関
す
る
取
組
指
針
」熊
本
地
震
 

20
16
年
（
平
成
28
年
）
 

4月
14
日
・
16
日

自
助

公
的
支
援

災
害
対
策
 

市
町
村

難
病
行
政
 

都
道
府
県

保
健
所

修
正
 

改
変

11

12

暴
風

豪
雨

豪
雪

洪
水

高
潮

地
震

津
波

噴
火

ht
tp
s:
//
ne
w
s.
ya
ho
o.
co
.jp
/b
yl
in
e/
fu
ku
w
an
ob
uo
/ 

国
立
研
究
開
発
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所
地
域
防
災
実
践
ネ
ッ
ト
ht
tp
s:
//
ec
om
-p
la
t.j
p/
e-
bo
sa
i/、
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
2条
1号

気
象
災
害

地
象
災
害

12
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13
厚
労
省
研
究
班
に
お
け
る
難
病
患
者
災
害
対
策

年
度

研
究
課
題

研
究
代
表
者

平
成
17
 

　
～
19
年
度
 

重
症
難
病
患
者
の
地
域
医
療
体
制
の
構
築
に
関
す
る
研
究

東
北
大
学
　
糸
山
泰
人

平
成
20
 

　
～
22
年
度

重
症
難
病
患
者
の
地
域
医
療
体
制
の
構
築
に
関
す
る
研
究

国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
病
院
　

糸
山
泰
人

平
成
23
 

　
～
25
年
度

希
少
性
難
治
性
疾
患
患
者
に
関
す
る
医
療
の
向
上
及
び
患
者
支
援
の

あ
り
方
に
関
す
る
研
究

新
潟
大
学
　
西
澤
正
豊

平
成
26
 

　
～
27
年
度

難
病
患
者
へ
の
支
援
体
制
に
関
す
る
研
究

新
潟
大
学
　
西
澤
正
豊

平
成
28
 

　
～
29
年
度

難
病
患
者
の
地
域
支
援
体
制
に
関
す
る
研
究

新
潟
大
学
　
西
澤
正
豊

災
害
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

13

14
日
本
神
経
学
会
に
お
け
る
難
病
患
者
災
害
対
策

＜
対
象
＞
 

✴
在
宅
療
養
中
：
呼
吸
・
栄
養
摂
取
・
移
動
困
難
、
あ
る
い
は

医
薬
品
を
継
続
す
る
こ
と
が
不
可
欠
な
神
経
難
病
患
者
 

＜
事
業
内
容
＞

IT
化
推
進

委
員
会

災
害
対
策

委
員
会

災
害
支
援
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
・
掲
示
板

神
経
難
病
患
者
 

受
入
可
能
施
設
 

を
登
録

製
薬
会
社
 

人
工
呼
吸
器
取
扱
会
社
 

と
の
連
携

大
規
模
災
害
 

模
擬
訓
練

14

15
東
日
本
大
震
災
と
日
本
神
経
学
会

＜
被
害
状
況
＞
 

✴
甚
大
な
被
害
の
た
め
に
当
初
、
被
害
状
況
が
不
明

（
人
工
呼
吸
器
装
着
者
数
な
ど
）
 

＜
事
業
内
容
＞

災
害
支
援
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
・
掲
示
板

神
経
難
病
患
者
 

受
入
可
能
施
設
 

を
登
録

製
薬
会
社
 

人
工
呼
吸
器
取
扱
会
社
 

と
の
連
携

大
規
模
災
害
 

模
擬
訓
練

✴
選
定
 

✴
広
域
搬
送
 

✴
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
移
送
経
験
 

✴
費
用
負
担

日
本
神
経
学
会
H
P「
日
本
神
経
学
会
災
害
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
：
ht
tp
s:
//
w
w
w
.n
eu
ro
lo
gy
-jp
.o
rg
/n
et
w
or
k/
in
de
x.
ht
m
l

15

16
日
本
神
経
学
会
の
捉
え
か
た
：
20
16
年
（
平
成
28
年
）
以
降

＜
こ
れ
ま
で
の
問
題
点
＞

神
経
難
病
医
療

ニ
ー
ズ
へ
の
対
応

被
災
地
内
外
で
の
 

神
経
難
病
医
療
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
形
成

災
害
時
支
援
物
資
の
 

の
供
給
体
制

DM
AT
等
他
の
 

救
護
班
と
の
連
携

医
療

行
政

需
要

供
給

＜
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る
人
材
の
配
置
＞

16
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17
災
害
に
お
け
る
難
病
医
療
支
援
の
調
整

発
災

超
急
性
期

急
性
期

亜
急
性
期

慢
性
期

救
出
 

救
助 救
急
診
療

医
療
搬
送

病
院
診
療
支
援

救
護
所
・
避
難
所
巡
回

DM
AT 日
赤

国
立
病
院
機
構

医
師
会
JM
AT

様
々
な
支
援
団
体

地
元
の
 

医
療
機
関

調
整
役
 

✴
統
括
DM
AT
 

✴
災
害
医
療
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

難
病
医
療
に
特
化
し
た
 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
？

17

18

災
害
時
 

医
療
調
整
本
部
？

18

19
リ
エ
ゾ
ン
3つ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン

リ
エ
ゾ
ン
の
「
先
駆
者
」
：
小
児
周
産
期
リ
エ
ゾ
ン
の
活
動

19

20
日
本
神
経
学
会
災
害
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル

✤
平
常
時
の
問
題
点
：
 

緊
急
医
療
手
帳
，
災
害
時
の

医
療
資
源
の
集
約
化
や
拠
点

形
成
，
支
援
経
路
確
保
 

✤
災
害
時
の
問
題
点
：
 

災
害
支
援
チ
ー
ム
や
医
療
機

器
会
社
な
ど
と
の
調
整
・
連

携
と
ニ
ー
ズ
の
確
認
 

✤
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
 

✤
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
方
式

「
備
え
」
あ
れ
ば
憂
い
な
し
？

20
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21
平
成
30
年
度
大
規
模
地
震
時
医
療
活
動
訓
練
（
総
務
省
）

南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
の
想
定
：
大
分
県
 

20
18
年
8月
4日
（
土
）
 

✓
DM
AT
 

✓
ヘ
リ
搬
送
チ
ー
ム
 

✓
小
児
周
産
期
チ
ー
ム
 

✓
災
害
派
遣
精
神
医
療
チ
ー
ム
（
DP
AT
）
 

➡
模
擬
症
例
＋
ブ
ラ
イ
ン
ド
訓
練
 

➡
広
域
災
害
救
急
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
（
EM
IS
）

防
衛
省
 

海
上
保
安
庁

全
国
単
位

大
分
全
県
 

宮
崎
・
熊
本

自
治
体
行
政

D
M

D
M
A

21

22
平
成
30
年
度
大
規
模
地
震
時
医
療
活
動
訓
練
（
総
務
省
）

南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
の
想
定
：
大
分
県
 

20
18
年
8月
4日
（
土
）
 

✓
DM
AT
 

✓
ヘ
リ
搬
送
チ
ー
ム
 

✓
小
児
周
産
期
チ
ー
ム
 

✓
災
害
派
遣
精
神
医
療
チ
ー
ム
（
DP
AT
）
 

➡
模
擬
症
例
＋
ブ
ラ
イ
ン
ド
訓
練
 

➡
広
域
災
害
救
急
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
（
EM
IS
）

防
衛
省
 

海
上
保
安
庁

全
国
単
位

大
分
全
県
 

宮
崎
・
熊
本

自
治
体
行
政

D
M

D
M
A

✓
県
内
の
主
要
医
療
機
関
の
参
加
 

✓
症
例
の
搬
送
調
整
 

➡
情
報
収
集
と
共
有
（
症
例
の
状
態
，
交
通
状
況
な
ど
）
 

➡
県
内
外
の
医
療
者
同
士
で
の
調
整

22

災
害
時
要
配
慮
者
 

-傷
病
者
 

-障
害
者
 

-高
齢
者
 

-妊
婦
 

-乳
幼
児
・
子
供
 

-外
国
人
 

-旅
行
者
 

-精
神
的
障
害

23
平
成
30
年
度
大
規
模
地
震
時
医
療
活
動
訓
練
（
総
務
省
）

南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
の
想
定
：
大
分
県
 

20
18
年
8月
4日
（
土
）
 

✓
DM
AT
 

✓
ヘ
リ
搬
送
チ
ー
ム
 

✓
小
児
周
産
期
チ
ー
ム
 

✓
災
害
派
遣
精
神
医
療
チ
ー
ム
（
DP
AT
）
 

➡
模
擬
症
例
＋
ブ
ラ
イ
ン
ド
訓
練
 

➡
広
域
災
害
救
急
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
（
EM
IS
）

防
衛
省
 

海
上
保
安
庁

全
国
単
位

大
分
全
県
 

宮
崎
・
熊
本

自
治
体
行
政

難
病
患
者
の
避
難
 

…
小
児
周
産
期
，
D
PA
Tと
の
類
似
点

①
搬
送
が
困
難
な
ケ
ー
ス
が
多
い
 

②
搬
送
さ
れ
る
の
は
患
者
本
人
の
み
で
は
な
い

ケ
ー
ス
が
多
い
 

③
合
併
症
を
有
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い

ど
う
ト
リ
ア
ー
ジ
す
る
の
か
 

（
D
M
AT
か
ら
）

23

24
N
H
O
災
害
医
療
セ
ン
タ
ー
：
20
19
年
7月
29
日

最
重
要
は
事
業
継
続
計
画
（
BC
P）
！
 

有
事
の
際
の
プ
ラ
ン
、
平
時
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

篭
城
支
援
・
病
院
避
難
 

フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト

行
政
の
関
わ
り
・
援
助
は
必
須
 

「
難
病
」
と
「
災
害
医
療
」
は
別

✴
対
象
の
明
確
化
 

✴
小
児
（
神
経
）
科
領
域
と
の
タ
イ
ア
ッ
プ
 

✴
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
と
個
別
支
援
計
画
策
定
支
援

24
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25
リ
エ
ゾ
ン
「
元
年
」

✓
対
象
：
在
宅
人
工
呼
吸
器
装
着
者
 

✓
マ
ン
パ
ワ
ー
の
確
認
：
リ
エ
ゾ
ン
複
数
名
の
配
置
 

✓
各
都
道
府
県
に
お
け
る
在
宅
人
工
呼
吸
器
装
着
者
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
 

✓
個
別
支
援
計
画
策
定
支
援
 

✓
小
児
科
領
域
と
の
タ
イ
ア
ッ
プ
 

✓
日
本
神
経
学
会
災
害
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
掲
示
板
 

✓
リ
エ
ゾ
ン
研
修

25

26
リ
エ
ゾ
ン
「
元
年
」

✓
対
象
：
在
宅
人
工
呼
吸
器
装
着
者
 

✓
マ
ン
パ
ワ
ー
の
確
認
：
リ
エ
ゾ
ン
複
数
名
の
配
置
 

✓
各
都
道
府
県
に
お
け
る
在
宅
人
工
呼
吸
器
装
着
者
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
 

✓
個
別
支
援
計
画
策
定
支
援
 

✓
小
児
科
領
域
と
の
タ
イ
ア
ッ
プ
 

✓
日
本
神
経
学
会
災
害
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
掲
示
板
 

✓
リ
エ
ゾ
ン
研
修

20
19
年
9月
5日
 

熊
本
日
日
新
聞

26

27
リ
エ
ゾ
ン
「
元
年
」

✓
対
象
：
在
宅
人
工
呼
吸
器
装
着
者
 

✓
マ
ン
パ
ワ
ー
の
確
認
：
リ
エ
ゾ
ン
複
数
名
の
配
置
 

✓
各
都
道
府
県
に
お
け
る
在
宅
人
工
呼
吸
器
装
着
者
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
 

✓
個
別
支
援
計
画
策
定
支
援
 

✓
小
児
科
領
域
と
の
タ
イ
ア
ッ
プ
 

✓
日
本
神
経
学
会
災
害
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
掲
示
板
 

✓
リ
エ
ゾ
ン
研
修

20
19
年
9月
5日
 

熊
本
日
日
新
聞

D
on

e i
s b

ett
er

 th
an

 pe
rfe

ct.

27

28
平
成
25
年
：
避
難
行
動
要
支
援
者
の
避
難
行
動
支
援
に
関
す
る
取
組
指
針

改
正
災
対
法
に
基
づ
き
取
り
組
み
必
要
が
あ
る
事
項

 
1.
全
体
計
画
・
地
域
防
災
計
画
の
策
定

 
2.
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
の
作
成
等

 
3.
発
災
時
等
に
お
け
る
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
の
活
用

さ
ら
な
る
避
難
行
動
支
援
の
た
め
に
取
り
組
む
べ
き
事
項

 
1.
個
別
計
画
の
策
定

 
2.
避
難
行
動
支
援
に
か
か
る
地
域
の
共
助
力
の
向
上

平
成
25
年
内
閣
府
（
防
災
担
当
）
「
避
難
行
動
要
支
援
者
の
避
難
行
動
支
援
に
関
す
る
取
組
指
針
」

個
別
支
援
計
画
は
で
き
て
い
る
？

28
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29
全
体
計
画
か
ら
名
簿
作
成
，
個
別
計
画
ま
で
の
流
れ

平
成
26
年
内
閣
府
（
防
災
担
当
）
「
避
難
行
動
要
支
援
者
の
避
難
行
動
支
援
に
関
す
る
取
組
指
針
」

全
体
計
画
・
地
域
防
災
計
画
の
策
定

避
難
行
動
要
配
慮
者
名
簿
の
作
成

避
難
支
援
者
へ
の
名
簿
の
提
供

個
別
計
画
の
作
成

要
配
慮
者
の
範
囲
の
決
定

都
道
府
県
か
ら
の
情
報
提
供

民
生
委
員
・
防
災
委
員
な
ど

「
難
病
」
は
？

本
人
の
同
意
は
不
要

本
人
の
同
意
が
必
要

難
病
患
者
の
個
別
計
画

の
策
定
が
可
能
か
？

今
、
熊
本

で
は
？

29

30
熊
本
地
震
と
難
病
患
者
の
実
際
：
宇
城
市
の
場
合

✴
平
成
24
年
度
：
地
震
（
震
度
6想
定
）
発
生
図
上
訓
練
➡
AL
S患
者
搬
送
 

✴
平
成
24
年
度
：
関
係
機
関
の
連
絡
訓
練
➡
難
病
医
療
拠
点
病
院
対
策
本
部
立
ち
上
げ
 

✴
平
成
25
年
度
：
家
庭
訪
問
の
実
態
把
握
・
図
上
訓
練
➡
河
川
氾
濫
と
土
砂
崩
れ
 

✴
平
成
26
年
度
：
家
庭
訪
問
な
ど
実
態
調
査
，
災
害
時
対
応
に
関
す
る
現
地
訓
練
（
事
例
検
討
，

個
別
計
画
書
作
成
）
，
災
害
時
避
難
行
動
要
支
援
者
の
情
報
提
供

＜
成
　
果
＞
 

①
難
病
患
者
の
実
態
概
要
把
握
 

②
避
難
行
動
要
支
援
者
の
選
定
 

③
避
難
行
動
支
援
は
診
断
や
症
状
だ
け
で
は
不
可
能
：
介
護
者
，
家
の
構
造
，
避
難
所

ま
で
の
距
離
・
道
路
状
況
・
交
通
手
段
な
ど
も
重
要
な
判
断
要
素
 

④
市
町
，
難
病
医
療
拠
点
病
院
，
医
師
会
の
理
解
と
協
力
体
制
の
構
築

熊
本
県
宇
城
保
健
所
　
三
井
栄
美
さ
ん
よ
り
情
報
ご
提
供

30

31
情
報
の
収
集
・
共
有
・
発
信

日
本
神
経
学
会
災
害
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
掲
示
板
 

ht
tp
s:
//
w
w
w
.n
eu
ro
lo
gy
-jp
.o
rg
/n
et
w
or
k/
in
de
x.
ht
m
l

（
ス
ラ
イ
ド
27
）

31

32
情
報
の
収
集
・
共
有
・
発
信

日
本
神
経
学
会
災
害
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
掲
示
板
 

ht
tp
s:
//
w
w
w
.n
eu
ro
lo
gy
-jp
.o
rg
/n
et
w
or
k/
in
de
x.
ht
m
l

20
17
年
 

九
州
北
部
豪
雨

20
18
年
 

大
阪
府
北
部
 

地
震

20
18
年
 

平
成
30
年
7月
 

豪
雨

20
18
年
 

北
海
道
胆
振
東
部
 

地
震

20
19
年
 

台
風
15
号
 

停
電
・
断
水

20
19
年
 

台
風
19
号
 

水
害

（
ス
ラ
イ
ド
27
）

32
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33

災
害
発
生
、
そ
の
時
難
病
支
援
ど
う
す
る
？
 

＝
災
害
に
も
安
心
な
在
宅
療
養
＝

平
時
 

✓
リ
エ
ゾ
ン
増
員
 

✓
学
会
間
の
連
携
 

✓
リ
エ
ゾ
ン
研
修
 

✓
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
 

✓
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
 

✓
個
別
支
援
計
画
策
定

災
害
時
 

✓
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
掲
示
板

➡
情
報
収
集
・
共
有
 

✓
福
祉
避
難
所
 

✓
DW
AT
 +
 J
RA
T 

✓
避
難
所
の
ス
ク
リ
ー
ニ

ン
グ

33
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青森県健康福祉部保健衛生課難病対策グループの三上と申します。 
３．１１の時、本県では津波被害の他、一部の地域で停電を経験したのですが、バッテリーの問題から自
宅避難から病院避難を調整しようとしたのですが事前に了解を得ていた医療機関から断られ、一時受け入れ
先が確保できないという事態が生じました。この出来事から、災害時に対応できる医療ネットワークや広域
的に医療ニーズを調整する機能の必要性を感じていました。 
神経難病リエゾンの取り組みを一番初めに知ったのは、こちらの研究班で作成した災害時難病患者個別支
援計画を策定するための指針ですが、一昨年度の本セミナーで改めて神経難病リエゾンの取り組みの可能性
を知り、お力を借りたいという思いを持ったのが始まりです。災害時にも機能する難病医療ネットワーク構
築に向けて、今試みていることをご報告いたします。 

 

青森県の概要です。本州の最北端にあり、北は津軽海峡、東は太平洋、西は日本海に面し、三方を海に囲
まれています。県中央部には奧羽山脈の北端八甲田山があり、これを隔てて津軽と南部と呼ばれ、気候や文
化が異なっています。人口は約 130万人で、高齢化率は 32.07％で少子高齢化が進んでいます。 
圏域は 6圏域あり、県型保健所が 6、中核市保健所が 2あります。医師数は人口 10万対で 198.2 で全国
平均 240.1 人以下で、特に下北、西北五、上十三地域は医師を含め医療資源が少ない地域になっています。 

⻘森県健康福祉部保健衛⽣課  三上 真恵⼦  

⻘森県における神経難病療養者への災害時医療⽀援体制と 
神経難病リエゾンの活⽤に向けた平常時からの仕組みづくり 
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本県の特定医療受給者数は、平成 31年 3月 31日末現在で 9,299 人、うち人工呼吸器装着者数は 76人で
す。在宅人工呼吸器患者は、保健所調べで 40人弱です。 
 

 

本県の難病対策は、医療費助成、難病患者の療養生活の環境整備、難病医療提供体制の確保の３つの柱か
らなっています。保健所では、訪問相談と医療相談の他、平成２７年度から難病対策地域協議会の設置・運
営を行っています。 
県では、難病相談支援センターの委託・運営や、人工呼吸器を装着して在宅療養している重症難病患者を
介護する家族のレスパイトケアを支援するために一時入院の受け入れや看護人派遣する重症難病患者在宅療
養支援事業、難病医療連絡協議会等の運営や難病診療連携拠点病院等の指定と難病医療コーディネーター・
難病診療カウンセラーの配置を進めています。 
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これは、難病患者の支援体制のイメージ図です。 
平成 29 年 4 月に「都道府県における地域の実情に応じた難病の医療提供体制の構築について」の関係通
知が出され、難病医療提供体制の見直しに伴い、早期に正しい診断ができる体制の構築の必要性など、神経
難病中心から難病全体へと協議する対象を拡大したことを受け、協議会の体制を見直し、平成 30 年度から
新たに協議会を設置しています。また、難病診療連携拠点病院で実施している「難病相談業務」の対象を、
神経・筋疾患を中心としたものから難病全体へと拡大すると共に、難病医療連携拠点病院には、難病医療コ
ーディネーターの他、難病診療連携カウンセラーを配置し、難病相談業務を 2 名体制としています。また、
難病医療コーディネーター等の設置、主体も青森県難病医療協議会に配置としていたものから、難病医療拠
点病院に配置するということで、設置主体が変更になっています。 
関係者間の更なる連携強化を目的として、平成 31 年度から難病医療連絡協議会の下部組織である難病医
療実務者連絡会を立ち上げた他、保健所の難病患者地域支援対策担当者会議を正式に開始しました。 
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保健所では、人工呼吸器装着患者等
の安否確認リストの作成を行っていま
すが、対象や更新の頻度などは保健所
によって異なります。また、市町村にお
ける難病患者等を含めた避難行動要支
援者名簿や個別支援計画の策定状況も
市町村によって差があります。 
県では、市町村が作成した災害時避
難行動要支援者名簿の作成を支援する
目的として、特定医療受給者の台帳を
市町村の求めに応じて提供するための
手順書を作成していますが、情報提供

に留まっており、それがどのように活用されているのか不明確な状況です。 
また、一部の医療機関では、退院時の患者指導の中に災害対応について取り組んでいますが、それを地域
サイドが知らないという現状がありました。課題を認識しつつも、全体的な取り組みに繋がっていませんで
した。 
 

 

 まず、私が行ったことは、取り組みの目的、位置付けを整理し、その枠組みが残るよう実施要綱を全面改
正することでした。難病医療の要になる地域の支援者の協力を得ながら、１年間の試行期間を経て、「難病医
療実務者連絡会」を立ち上げました。 
また、保健所間の連携不足や、相談支援の現状を県が把握する体制が不足しており、そういったことを解決す
る場として「難病患者地域支援対策担当者会議」を正式に開始しました。個別支援から見える地域課題を県の施
策に反映すること、地域と医療、それぞれのネットワークで検討する土台づくりとなればと始めたものです。 
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 その活動の中で一番大きかったのは、難病診療連携拠点病院の難病医療コーディネーターと、本音ベース
の話し合いを重ねてきたことです。立場や役割分担の中で、相互理解を進めながら、どこが課題でどうすれ
ば解決に向かうのかを、何度も検討しました。 
  

 

災害に焦点を当てた話し合いの中で見えてきた課題は、拠点病院、協力病院間の情報共有不足です。また、
実際の役割や担当窓口が明確になっていない現状もありました。 
レスパイト入院では、受け入れるとした医療機関であっても、神経難病においては、専門医がいないエリ
アが、継続治療に向けた調整に困難があります。短期レスパイトから長期レスパイトへ移行する際、受けら
れる医療機関がある程度決まってくるため、そこが満床に近い状況ですと、いざ災害が起きた時に、地域全
体でどのように調整するのかということが課題となります。圏域を超えて全体調整する橋渡し役も必要です。 
3.11 の際、難病患者を受け入れた医療機関の方から上がった課題として、「飛び込みで何の情報もない患

者であって、特に重症でケアが必要な方を受け入れるということは実際には難しい」「地域全体で難病患者さ
んの情報共有の在り方をどうしていくかを検討してほしい」という意見がありました。 
 患者さんが抱える課題としては、継続しなければ命に関わる、入手しにくい高価な薬が必要であったり、
また、本県の場合も 6割近くが高齢者世帯で、支援者がいない中、障害等もあり、移動に課題を抱える場合
もあります。そして、患者さん自身の災害に関する危機感が薄く、地域として自助にどう働き掛けていくの
かも課題だと感じています。 
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 続いて、本県における大
規模災害時における保健医
療活動の総合調整の体制に
ついてです。 
必要に応じ、県災害対策
本部の下、大規模災害時に
保健医療活動チームの派遣
調整、保健医療活動に関す
る情報の共有、整理及び分
析等の保健医療調整活動に
係る総合的な調整を行うた
めの県保健医療調整本部を
設置する他、被災地域内の
医療体制の状況把握を含め、
保健医療活動に係る現地で

の調整を行う県保健医療現地調整本部を、被災市町村を所管する県保健所に設置することとしています。 
難病医療コーディネーターは、これまで築いてきた神経難病医療ネットワークの全県的な調整役をしてい
ますので、医療と地域との橋渡し役として発災時の総合調整においても、良き助言者になるのではないかと
考えています。そして、神経難病リエゾンネットワークの活用の可能性として、発災時に想定される問題と
いうところが少しずつ見えてきていますが、神経難病分野においてカウンターパートとなる医師の存在が大
きく、そういった部分でもご協力いただける部分があれば、ぜひ今後の活躍に期待したいと思います。 
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 今後の取り組みとして考えていること
は、拠点病院との定例会や、難病医療実務
者、保健所の担当者、そして親会議である
協議会で、それぞれ出された課題を連動
させること、平時からの人工呼吸器装着
患者等のリストの整理や発災害時の安否
確認の流れを手順書で示しながら、統一
的な対応が取れるようにすること、それ
に伴い市町村の個別支援計画の策定への
支援を進めていきたいと考えています。 
 実情を知らないと、いざというとき繋
がれないということが実感としてありま

す。今後、レスパイト入院に関するアンケート調査を通して、難病医療コーディネーターと共に医療機関に
出向き、改めて顔の見える関係性を再構築していきたいと考えています。 
その他、医療サイドから早期からの災害対策を視野に入れた患者指導ということで、今まで一部の医療機
関に行われていたものを、全県的に統一した形でできないかということを、現場発信で検討しています。 
  

 
 新たな取り組みを始めるには、様々な
部門との相互理解や調整が必要ですが、
本当に機能する体制構築のためにやらな
くてはならないことは、個別支援を基盤
として積み上げていく「連携」に加え、も
う少し踏み出した「協働」ということだと
思います。 
「「自分が誰かのために何ができるの

か、お互いにできることは何か」というこ
とを本音で語れる仲間、そういった中で
自助の力が高まってきて、その力を最大
限に生かすコーディネートができる人、

そして「つながり」が支援ネットワークのベースになる」という先輩保健師さんからもらった言葉を、今あ
らためて活動の中で実感しています。今は地域の人たちに支えられて、何とか前に進んでいるというところ
もあり、保健師としてできることはまずそこからなのだと思います。 
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 東京都立神経病院の原と申します。私からは「在宅人工呼吸器と吸引器の停電時の対応と電源確保」につ
いてお話しさせていただきます。当院は神経・筋疾患の入院専門病院で、外来は同じ敷地内にある多摩総合
医療センターで行っています。私はその中で患者支援センターに所属し、難病患者さんで初めて気管切開を
して人工呼吸器を装着して、在宅療養される方の退院時の療養体制の調整、退院後の訪問診療、訪問看護な
どを行っております。本日は日頃、患者さんに災害時の備えについてお伝えしていることも含めながらお話
しできればと思います。 
 

 まず初めに、人工呼吸器の電源についてです。 
人工呼吸器の電源は AC電源、内部バッテリー、
外部バッテリーの 3つの電源があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AC 電源はコンセントにつないだ状態で電気を得
て作動させる方法で、通常 AC電源を使って人工呼
吸器を作動させています。 
コンセントから抜けていたり、停電で AC電源か
ら電源が取れなくなるとバッテリー駆動に切り替
わりますが、内部バッテリー、外部バッテリーのど
のバッテリーに切り替わるかは、人工呼吸器の機種
によって異なりますので、患者さん、ご家族には自
分の使っている人工呼吸器が、停電時にどのバッテ
リーに切り替わるのかをきちんと把握してもらっ
ています。 

 
 
 
 
 

東京都⽴神経病院  原 智⼦  

在宅⼈⼯呼吸器と吸引器 停電時の対応と電源確保⽅法 
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内部バッテリーは人工呼吸器本体に備わってい
るバッテリーで、人工呼吸器を AC 電源で作動して
いるときに充電をされます。機種によっては内部バ
ッテリーがないものもあります。作動時間や充電時
間は機種によって異なります。 
 
 
 
 
 
 
外部バッテリーは外付けの電源で、バッテリーの
充電方法は 2つあります。 
一つは人工呼吸器に外部バッテリーをつなげて
充電するもので、これは内部バッテリーと同様にAC
電源で作動中に充電をします。 
 もう一つは外部バッテリーをコンセントにつな
いで単独で充電する方法です。外部バッテリーも機
種によって作動時間や充電時間が異なります。外部
バッテリーは年数とともに劣化します。メーカーで
は保証期間を 2年としており、経年劣化により充電
に必要な時間が長くなったり作動する時間が短く

なったりするので、注意が必要です。 
 
 参考までに当院で訪問診療して
いる患者さんが使用している、人
工呼吸器の作動時間についてまと
めたものをお示しします。 
 当院の患者さんは皆さん、内部
バッテリーが備わっている機種を
使用していますが、先ほどもお伝
えしたように、機種によっては内
部バッテリーがないものもありま
す。作動時間は 3 時間～11 時間
と、かなりの差があります。 
外部バッテリーの充電方法も専
用の充電器があるもの、本体に接
続して充電するものというふうに

機種によって違いがあります。フィリップス・ジャパンの Trilogy という機種は、外部バッテリーが本体に
搭載されていて、AC電源で作動中に外部バッテリーを充電します。停電時には自動的に外部バッテリーに切
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り替わります。IMI のMonnal T50、COVIDIEN JAPAN の Bennett560 は停電時には自動に内部バッテリーに
切り替わるため、外部バッテリーの切り替え操作が必要となります。 
 

 内部バッテリー、外部バッテリー以外の非常用電
源についてです。 
発電機、蓄電池、車のシガーライターケーブル、
電気自動車、太陽光といったものがあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
発電機はガソリンを使用するタイプのものと、ガ
スボンベを使用するタイプの 2種類があります。 
ガソリンを使用するタイプのものはガスボンベ
を使用するものに比べて、連続運転時間が長いとい
うメリットがあります。しかしこちらは、ガソリン
の劣化によって作動しないことがありますので、定
期的に作動させる必要があります。また、ガソリン
は危険物なので、保管や取り扱いに注意が必要です。 
ガスボンベを使用するタイプのものは、家庭で使
うカセットボンベを動力源としているので、スーパ
ーなどで手軽に入手することができます。保管も比

較的安全です。作動時間はガスボンベ 2本で約 2時間程度になりますので、長時間使用することを考えると
たくさん用意しておく必要があります。また、気温が低いと作動しにくいということもあるので、使う際は
注意が必要です。 
 ガソリンを使用するタイプとガスボンベを使用するタイプの共通の注意点としましては、発電機作動中に
出る排出ガスには一酸化炭素ガスが含まれているので、室内で使用すると一酸化炭素中毒の恐れがあります。
ですので、必ず屋外で使用してください。発電機を直接人工呼吸器に接続することは推奨されていません。
患者さんには外部バッテリーを充電したり吸引器を使用するときに使うよう説明しています。 
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 蓄電池についてです。 
蓄電池は自ら発電しないため、あらかじめ充電して
おく必要があります。蓄電池も直接人工呼吸器につ
なぐことは推奨されていません。こちらも外部バッ
テリーを充電するなどに使用します。 
  
 
 
 
 
 

 
車のシガーライターケーブルに
ついてです。 
各人工呼吸器の機種専用のシガ
ーライターケーブルを用意すると、
人工呼吸器に接続することができ
ます。エンジンを駆動した直後は電
流が乱れたり高流量の電気が流れ
ることがあるため、ガソリン車では
必ずエンジンを駆動させてから接
続します。しかし今、人工呼吸器に
つなげることができるとお伝えし
たのですが、この場合、患者さんと
人工呼吸器を車のあるところまで
移動させなくてはいけませんし、車

中泊をするということにもなりかねます。ですので、こちらも外部バッテリーを充電するために使う方が実
用的かと思います。 
 

 停電時の対応です。 
原則は電気の供給が安定しているところから電源
を取ります。優先順位としては各人工呼吸器の専用
の外部バッテリーを使い、その間に発電機等で予備
の外部バッテリーを充電し、なくなったら交換する
というふうに使っていき、一番最後に内部バッテリ
ーを使うというふうに考えます。 
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万が一、外部バッテリー、内部バッテリーともに
なくなってしまった場合は、人工呼吸器の代わりに
蘇生バッグを使用し、手動で肺に空気を送ります。
人工呼吸器が使えなくなったときにすぐ使えるよ
う、患者さんの身近なところに用意しておく必要が
あります。また、患者さんの肺の状態に合った空気
の量や呼吸回数で蘇生バッグを使えるよう、日頃か
ら練習しておく必要があります。蘇生バッグを 1人
で長時間使用することはとても大変なことなので、
ご家族の中でほかの方も、複数の方が蘇生バッグを
使用できるように皆さんで練習しておくことも大

切です。とは言ってもあまりの長時間蘇生バッグを使用することは現実的ではないので、基本的には電源を
確保することを考えます。 

 
 続いて吸引器についてですが、気管切開をして人
工呼吸器を装着している患者さんは、必ず痰の吸引
が必要になります。吸引器は AC電源のみという機
種や、AC 電源と充電機能も備えている機種という
ようにタイプが幾つかありますので、選ぶときに注
意が必要です。充電式吸引器は機種によって使える
時間が異なったり、使い方によっても作動できる時
間が異なります。また、停電時に備えて電池式の吸
引器や手動式、足踏み式吸引器の用意もお勧めして
います。この場合、日頃から手動式、足踏み式の吸
引器を使えるよう練習しておくことが大切です。 
 
 日頃患者さんにお伝えしていることです。 
まずは人工呼吸器の外部バッテリーはできるだ
け予備のものを用意するようお伝えしています。 
目安としてはバッテリーで半日以上持つという
ふうに考えています。また、人工呼吸器を装着して
初めて退院される患者さんや、日々の訪問の中では
外部バッテリーの充電方法や、今どのバッテリーで
作動しているのかという確認方法、充電がどのくら
いできているか等の見方なども説明し、一緒に確認
をしています。発電機などの非常用電源の用意、ま
た、用意している方には使い方を説明したり、定期

的に練習することをお勧めしています。 
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 そして、電気が使えなくなったときのために蘇生
バッグの用意と、また、使えるように日々練習して
おくことと、吸引器については充電式、電池式、手
動式、足踏み式など AC電源以外で吸引できるもの
も用意するよう説明しています。 
また、基本的にはできるだけご自宅で電源確保を
してもらうようにお伝えしているのですが、集合住
宅などでどうしても発電機の用意ができないとい
う方もいらっしゃいます。そういった場合にはご自
宅の近くで電源確保をできる施設を見つけておく
こと、また、事前にその施設に停電時に電源を使わ

せてもらえるか確認しておくことなどをお伝えしています。 
 私自身は、東日本大震災のときは地域の保健所にいて患者さんの支援をしていたのですが、やはり足踏み
式吸引器を用意していても使えなかったという方や、使おうとしたら劣化していて使えなかったという方、
発電機を用意していても使い方が分からなくて使えなかったという方がいらっしゃいましたので、やっぱり
日々の準備と訓練が重要だと感じ、今、患者さんに伝えているところです。 
 

私の発表は以上となります。 
本日は足踏み式吸引器や蘇生バッグも展示され
ているので、ぜひ体験していただければと思います。 
ご清聴ありがとうございました。 
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 甲府市保健所の古屋と申します。昨今、毎年のように大きな災害が起こりまして、被災者の方にはお見舞
いを申し上げますとともに、心が痛むこの災害の被害ですが、何とか次の災害時にはよりよい対応へと私た
ちを導いてくれるように願わずにいられません。皆さんとこの時間が共有できてありがたく思います。 
 今日の題はちょっと欲張りまして、「DHEAT が来ますよ。その前に受援体制構築を。そしてその前に危機
管理の基本を押さえましょう」ということでお話いたします。 
 

 特に東日本大震災、それ以後も毎
年のように大きな自然災害が起こり、
これらの大規模災害時の経験により、
保健衛生行政の対応の課題が明らか
となってきました。法令の見直し、災
害対策基本法、地域保健法の基本指
針、厚生労働省の防災業務計画と、こ
れらが整備されませんと新たな制度
というのは生まれません。これらが
整備され、そしてここに災害時健康
危機管理支援チーム、Disaster Health 
Emergency Assistance Team、頭文字
を取って「DHEAT」が創設されました。 
 DMAT は、CSCATTT、という危機

管理の考え方、仕組みによって動きます。CSCA とは、C (コマンド＆コントロール、指揮調整)、S（セイフテ
ィ、安全）、C（コミュニケーション）、A  (アセスメント)を確立することです。その上で、T (トリアージ)、
T (トリートメント、治療)、T（トランスポート、その場で治療できない患者を域外へ搬送）を実施すること
が基本概念です。DHEAT もチームで動くことから、まずはその考え方が分からないと受援もできません。受
援側は被災していますので、ものすごく大変です。自宅が駄目になっているかもしれない、家族もけがをし
ているかもしれません。そういうときにスーパーマンみたいな人たちが来て、じゃあここをこうしましょう、
ああしましょうと言っても、何でそうするのか、どういうふうに動くのか分からないと、やはりこれは一層
つらくなってしまうということで、この受援体制を構築する必要性がますます高まってきているということ
になります。 
 そしてその基本になる考え方、DMATの CSCATTT、それから DHEAT もチームで動くということも説明し
ましたけれども、それはどういう考え方で動くのかというのが（3）です。現場が動ける、現場で調整できる、
多組織・多機関でも連携ができる、というシステムです。これは平時とは異なる危機管理への準備というこ
とです。普段、組織的に皆さんはお仕事をされていると思いますが、「平時には平時の組織、緊急時には緊急
時の体制を取る必要がある」ということをご理解いただければと思います。 
 

甲府市保健所  古屋 好美  

DHEAT が来る、その前に受援体制構築を、 
その前に危機管理の基本を押さえましょう 
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  大災害時、応援派遣依頼をすると、DHEAT は支援
に来ます。「DHEAT とは何？何をしてくれるの？どん
なふうに動くの？」ということですが、保健・医療な
ど専門職および業務調整員など5名ぐらいで構成され
て、被災自治体の保健衛生行政のマネジメント業務を
支援するために、他の自治体から、つまり被災してい
ない自治体から支援に来てくれます。これは都道府県
単位で今考えられていますが、もしかするとある程度
局地的な災害の場合には同じ都道府県の中から、被災
をしていない地域から被災地域へ入るということも想
定されます。 

 
 健康危機管理について、もう一度振り返ってみたい
と思います。健康危機とは、いろいろな原因、何らか
の原因で住民の命や健康を脅かす事態ということです。
これに関連して予防や拡大防止、原因究明、治療等に
関する業務、これを行うのが健康危機管理でして、狭
義の危機管理と事後の管理（被害管理）ということで、
事前の管理と事後の管理に分かれます。 
 
 
 
 

これが地域保健法の基本指針
です。この中で、都道府県および
市町村はこの健康危機管理体制
を構築する必要性があり、管理責
任者は保健所長が望ましいとい
うことです。そして情報収集、医
療機関との連携を含む医療・保健
活動の全体調整、保健活動の支援、
人材の受け入れ等に関する体制、
保健所がその拠点になるという
ことになります。 
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難病の患者さんについて、事前準備なく災害
が起きますと大混乱します。需要が大きくて供
給が小さいということがあちこちで起こりま
す。もし「あれが困るんです、これが困るんで
す」というものが市町村とか保健所に全部一件
一件一遍に入ってくると、情報オーバーになっ
てしまい、何の処理もできなくなってしまいま
す。そこで現場でできるだけ需要と供給をマッ
チングさせ、「何がどれだけ、どれほどに足りな
いか」という情報が着実に市町村や保健所、あ
るいは県や国に伝わりますと、支援が得られや
すくなります。やはり、これからは現場の縁の

下の力持ちの医療職や介護職やいろいろな方たちが協力して難病の方を支えていくのではないかと思います。 
 

 そして災害対策法制上の位置付けで、簡単に
申しますと、応急救助の法律は災害救助法とい
うのがありまして、復旧・復興についてはまた
別の法律がありますが、この予防から復旧・復
興に至るまで広い範囲をカバーする法律が「災
害対策基本法」です。このDMATとか DPAT と
いうのはすでに制度化されていますけれども、
これはともに先ほどの災害対策基本法に基づく
防災基本計画に業務内容も明記されております。 
 
 

 
そしてこのほどDHEATもこの防災基本計画、
それから厚労省の防災業務計画に記載されまし
たので、今後、各地方公共団体の地域防災計画
に反映されて、しっかりと根付いていくことに
なるのではないかと思います。 
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 そして防災基本計画ですが、ここにきちんと
「災害時健康危機管理支援チーム」という表記
があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 月に改正された厚労省の防災業務計画で
すが、ここにもDHEAT の体制整備、DHEAT の
応援派遣に関する体制整備ということで明記
されています。ここで名実ともに制度化に入っ
たということです。 
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次に、どのように応援派遣されるかといいますと、被災都道府県では本部がありまして、医務、保健衛生、
薬務、精神、都道府県庁のいろいろな課がありますけれども、それぞれがばらばらにやるのではなくて、1つ
の連絡窓口をつくって、ここでどのぐらいの DHEAT に来てもらいたいかということを発信します。こちら
には応援派遣元の支援側がありまして、ここに、これは DHEAT の一個一個ですけれども、チームとして班
がたくさん入ってきますが、例えばこの 4班なり 5班なりが来ますと、じゃあ本部に 1班、そしてここの保
健所は 1 班、あるいはこちらはいいからこちらに 2 班とか、この DHEAT というのは場合によっては保健所
に入り、それから市町村にも派遣されて、行政の管理、マネジメントの業務を支援するということになりま
す。つまり個別の支援、地域に出向いていって一人一人の支援をするということではなくて、管理の支援を
するということになります。 

 

 

 実際 DHEAT が動いたのは、平成 30 年の 7月の豪雨です。DHEAT の派遣の実績がここに生まれました。
岡山県、広島県、愛媛県のこういう市町村において、こちらに書いてあります多くの県から派遣されました。
この DHEAT の教育・研修というのは、平成 28 年、私が研究班をやっていた年に始まりまして、28、29、
30、31と、4年の間にたくさんのDHEAT チームができております。 
自治体にこの派遣期間に派遣されたわけですけれども、厚生労働省において調整を行い 16 の自治体から
ご協力を頂いたというふうに書いてあります。 
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 では、DHEAT が行うこと
と、被災都道府県が行うこと
はどう違うかというと、多く
は違わないわけです。つまり
本来、被災した都道府県には
やるべき仕事があります。ま
ず、医療体制の確保が重要で
す。医療は混乱します。停電
が起きたとか入院が続けら
れない、外来が受けられない、
いろいろなことが起きます
ので、医療体制を確保すると
いうことが非常に大事な行
政の役割になります。また、
保健所が地域保健法に基づ
いてやっている業務は、対人

保健と対物保健というふうに大別されます。これも非常に大きな役割になるわけです。これを被災した中で
職員も被災する中、あるいは圧倒的な需要が生まれている中では人が足りない、管理が不十分であるという
状況のときにこのDHEAT がやって来て、その管理を手伝ってくれるということになります。 
 被災都道府県の方がどうしてもやらなくてはならないのは、部外者では代行できない法令に基づく権限の
行使です。これはどうしても被災都道府県がやらないといけませんが、そのほかの例えば情報収集をしたり、
整理をしたり、会議の資料を作ったり、これに基づいてどういうふうにしていったらいいか企画したり、と
いうことがまずは大きな仕事でありますし、よく訓練された人たちなので、「被災状況を第三者的に」と書い
てありますが、よそから来て冷静な目で客観的に俯瞰することができます。 
 そして、これからどういう計画で進めていくかのロードマップの作成をしたり、職員も長時間働いていく
と体を壊してしまいますので、職員の健康管理の支援をしたり、それからこれでは人が足りないから、もっ
と応援が必要なようですという情報を応援元に流したり、あとはリエゾンの業務、関係機関との連絡役にな
ったり、こういう仕事は被災都道府県でなくても訓練を受けた人たちならできるわけですので、こういう仕
事をするということです。もう一度確認すると、被災都道府県が絶対やらなくてはいけないのは、法令に基
づく権限の行使ということで、その支援のためのマネジメントにおいてどういうふうに DHEAT が動くのか
というのをぜひご理解いただきたいと思います。 
 

 では、受援体制とは何か、本来、被災した自治体がやるべ
きことは何でしょうか。 
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これが平成 29 年の 7 月 5 日に発出された、い
わゆる「マネジメント通知」です。これは都道府県
の知事宛てに厚労省から出された非常に重みのあ
る通知ですが、「マネジメントする機能を構築する
べき」ということです。というのは熊本地震も含め
てそれまでの災害では、現場も混乱していますが、
行政のマネジメント機能も非常に混乱していまし
た。そこで、マネジメント通知によって体制を整備
するという通知がしっかりとされたということで
す。 
 

 
 発災から3日、1週間、そして3カ月までに何をしなくてはいけないか、まずは救命救急の医療です。そし
て透析も待ったなしです。それから慢性疾患が悪化する人もいます。薬の不足への対応、避難所での保健衛生
対策も直ちに必要です。また、在宅にいる人への支援、あるいは精神面の予防やケアも必要ということで、や
がては通常の保険診療へ移行しますが、できるだけ早く移行できるように医療体制を整備することが必要です。 
 そこでこの指揮調整ということですが、先ほど CSCATTT の話がありましたが、被災都道府県においても
この指揮調整が非常に重要です。受援の調整、いろいろなチーム、〇〇AT（アシスタンス・チーム）がたく
さん入ってきますので、これの調整をする。情報収集、整理、統合指揮調整。次のフェーズはどうなるのか、
後方支援のこと、渉外のこと、広報、どのように発表するのかということも大事ですから、これを手分けし
て行うというのが、被災都道府県などが行う災害時の保健医療対策ということです。たくさんのマネジメン
トをしなくてはならない。これにDHEAT が支援に入ってきてくれるということになります。 
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そこで参考になるのが「地方公共団体のための災害時受援体制のガイドライン」です。地方公共団体に応
援・受援するということの考え方が整備されており、第 6章、第 7章の「難病の体制を整える自治体以外の
主体との連携」、例えば NPO などボランティア団体、あるいは学術、専門職能団体との連携ということが書
かれています。「平時より医療・保健・福祉分野における専門職能団体と連携体制を整える」という記載があ
りますので、ぜひこれをご一読ください。 
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中央防災会議のワーキンググルー
プによれば、熊本地震では、やはり全
体像の把握ができませんでした。一
元的把握も課題がありました。応援・
受援体制がはっきりしないという課
題があり、それに対して今後は、被災
都道府県は一元的に受援の窓口をつ
くる。そして応援を送り出す方には
応援本部をつくって、きちんとその
本部同士、話ができて、混乱しないよ
うにするべきだというこのガイドラ
インが出まして、今日のDHEAT の派
遣にもつながっていると思います。 
 
 第 7 章については、ここに「マネ
ジメントの重要性」ということがあ
ります。難病のこういう支援、応援・
受援のネットワークのようなものを
つくる、あるいはリエゾンをつくる
ということに関しましては、このマ
ネジメントの重要性というところを
ご参考にご覧いただければと思いま
す。 
 
 
 
 
事前に連携します、事前に協定を結
びますという「約束事」だけでは応援・
受援というのはできません。もっと実
務を含めて細かくやらないといけな
いと思います。ここには行政も入って
いますし、知事会やボランティア、個
人・民間団体、ここにたぶん学会など
も入るのかなと思いますが、応援のこ
の受け皿づくりは、国レベルのような
大きなくくりの中でも必要ですし、小
さな単位の地域の中、例えば大学の単
位とか市町村の単位でも必要になっ
てくるのではないかと想像されます。 
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そして先ほどの危機管理調整シス
テムという基本のシステムを、皆さ
んにぜひ今日はお伝えしたいと思い
ます。今日はセミナーですので、まず
は知識を蓄える、その次に机上演習
やゲームなどを行い、やがてはブラ
インド訓練で技術を高めていくとい
うところで、今日はその最初の段階
ということになると思います。 
  
 
 
 
 

さて、ここからが今日の本番の話です。まず危機管理
の基本を押さえましょう。基本とは何でしょう。これま
でたくさんの災害がありました。大変な思いをされた皆
さんに私たちは本当に心も痛みますけれども、では今後
はどうなるのかということです。この一つ一つの災害の
関係者はその災害については非常に大きな経験がある。
もし全く同じ災害が起きたらもっとうまくやろうと思わ
れるかもしれませんが、全く同じ災害は起きないのです。
災害はそのたびに違うのです。ですので、その大変な思
いをされた経験というのがどのように伝わっていくのか、
どう教訓を生かしていくのかということが、私は非常に
大きな課題だと思います。 
 そこで国立保健医療科学院の『保健医療科学』という
雑誌がありますが、2019 年の 5 月号に様々な分野の方
たちと協力して、これからどの様に学術的に教訓を伝え
るものを構築していくのか、ということで少し書かせて
いただきました。災害は常に異なる顔をしています。自
然災害とひとくくりに言ってもそれぞれが全然違います。
停電と水害では全然対策が違います。ゆえに標準性と柔

軟性をどのように図っていくか、そして標準的なものと柔軟的なものと併せて次の災害に生かしていく、と
いうことが今後必要ではないかと考えています。 
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 こちらをご覧ください。ドリルを
します。あなたは保育所の所長だと
します。ある日、火事が発生しました。
担当保育士は果敢にも消火器を使っ
て初期消火をして成功。あー、よかっ
たよかった。それ以上何もしなくて
いいのでしょうか。消防署には連絡
しますけれども、誰もけがをしなか
ったし、よかったよかった。消火訓練
もこれに近いですよね。火が消えま
した、よかったですね、で終わります
けれども、では火が消えなかったら
どうなるでしょうか。火が消えない
となると、保育所の所長さんは「あれ

をしなくちゃ、これをしなくちゃ」というのが頭の中にたくさん浮かんできますよね。それは 1人ではでき
ないので、保育士さんに「あなたはこれをやって。子どもを連れて逃げて。消防署に連絡して。非常持ち出
しをやって」と指示をします。これが CSCA なわけです。そこでちゃんと指揮する人がいないと、こういう
大変な局面というのはのり切れません。「誰が指揮者になるか」というのをあらかじめ決めておかなくてはい
けないし、まだほかにもたくさんいろいろなことが出てきます。それが出てきたときには、また新たな体制
を組み直さないといけないので、最初に決めたことが最後までずっと続くとは限らないです。それが危機管
理ということなのです。所長としては日常から備えておくべきことは何でしょうか。普段からしておかなく
てはいけない訓練とは何でしょうかということで、全部 1人ではできないから、手分けしてやるような体制
を普段から整えておかないといけません。これが危機管理調整システムの基本的な考え方になります。 

 
 目的は、防ぎ得た死と二次的健康被害を最少化す
ることです。被災自治体の役割は災害時の医療体制
の確保、災害時の保健の確保、今日のフォーカスは
難病ですが、難病の方もいろいろなところにいらっ
しゃいます。そこで需要と供給のマッチングを、ど
うしたら市町村なり保健所なりに的確に伝えられ
るのかということです。先ほどのような小さい単位
であっても危機管理調整システムを発揮して、きち
んと何が起きているか、ここではこうです、OKで
すとか、ここでは足りませんとか、そういうものが
集約されていかないと、的確な情報というのは伝わ

っていかないということになります。 
 そこで大事なのは情報の集約化、分析、判断、実行になります。これを行うことによって、過不足なく優先順
位を付けた迅速な支援へ結び付けるわけです。このやり方を受援側も知っていないと、支援者が来て、じゃあこ
うしましょうかと言われても、なぜ、何のために、何をするか分からないと、言われたままに動くしかなく、主
体性が損なわれます。受援体制の構築にあたって、この基本システムをぜひご理解いただきたいと思います。 
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この基本システムというのは、
この図に表されています。先ほ
どの保育所の所長のように指揮
調整者が指揮をして、その命令
を受けて事案処理をする人たち
がいます。しかしこの人たちが
動くためには、情報作戦（プラン
ニング）においていろいろな情
報を収集、集約、分析して、これ
でいくと決めなくてはいけませ
ん。このほかに、それをするため
には車が必要ですとか、トラン
シーバーが必要ですとか、物品
が必要なときには資源管理（ロ
ジ）が動いてくれないと駄目で

す。それから人が足りなければ人をかき集めるところも必要です。この予算はどういう予算を使うのかとい
う庶務財務のところも必要です。これが危機管理調整システムの基本形ということになります。このことは
防災に関する標準テキストにしっかりと、10年以上前から書かれていることですが、残念ながら保健医療分
野にはなかなかこういうところが浸透していないな、というのが正直なところだと思います。 
 

このように言いますと難しそ
うだと思うかもしれませんが、
バーベキューを行うことを思い
浮かべてください。バーベキュ
ーというのは皆さんが普段のお
仕事とは違うことをするわけで
す。まさに危機管理をするとき
には普段と違う枠組みの中で動
かなくてはいけません。例えば
10人でバーベキューをやるよと
いったら総務的な役割、幹事さ
んが必要だし、どこでやるのか、
何人参加するのかとか、そうい
う参加者だったらお肉は何がい

いかとか、野菜はどのぐらい買うかとか、情報分析をする人が必要です。また、買い出しに行く人が必要だ
し、お肉を焼く人が必要だということで、これをちょうど先ほどの危機管理の基本形に当てはめますとこう
なります。これがちゃんとできれば、例えば 100人のバーベキューでもできます。もしかしたら 1万人の芋
煮会でもできます。ということで、これが危機管理調整システムの基本的な考え方ということになります。 
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 例えばこれは、私がこの 3月までいました、山梨県の中北保健所の初期の対応図ですけれども、保健所長
がいて、次長が安全・職員統括や連携・広報の統括をしてくれまして、先ほどの実動班、情報企画班、ロジ
班、総務班というふうに分けて、災害時にはこういう対応をするということになっております。 

 
 それでこれは訓練の内容ですけれども、1
～10 までありますが、こういうたくさんの
訓練も半日ぐらいの中でぎゅっと圧縮して、
班に分けてやるということで可能になって
くるわけです。 
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そのためには初動や皆さんが基本的に動くことは、このアクション・カードというものに書かれています。
マニュアルでは駄目かという質問がありますが、マニュアルというのは一連のように書いてありますが、ア
クション・カードというのはその人が今何をするかということが書いてあるもので、一人一人に渡して動け
るようなカードになります。 

 
反応的なマネジメント、目的を持
ったマネジメントの説明をします。
これも危機管理調整システムの手法
ということになります。発災して反
応的に何をしなくてはいけないかと
いうと、「今一体どんな危機があるの
か」と、それを即時戦術的な管理とし
て、今ある情報を集め、図の右側の目
的を持ったマネジメントのサイクル
に入るための準備をします。 
反応的なマネジメントとしては、
発災を探知したらいつも反応的に初
動が開始されなければなりません。
そのときだれが、どう動くのか、事前

に決めておく必要があります。しかし、それだけでは収束しません。災害は常に異なる様相を呈するからで
す。今ある情報の中で次に何をしなくてはいけないか、それを決めたらば必要な資源を調達して、計画を実
行し、それがうまくいったのか、うまくいかなかったのかを評価して、このサイクルを回していくうちにだ
んだん収束に向かわせるという考え方です。これが目的を持ったマネジメントということです。 
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この考え方を取り入れようと、山梨県では
2018 年の 12 月に机上訓練を行いました。民
間企業でも今は非常に危機管理体制が進んで
いるところがありますので、どんな災害対応を
取っているのかというお話を聞いた後、この実
務訓練をしました。 
 
 

 

 

 

 

 

 

山梨県の半分以上の水系が、この南の方に流れている富士川水系です。この東の辺りは相模川や多摩川で
すから、東京の方や神奈川の方に流れていく川なのですが、ここで県内一斉にあちこちで水害が発生したと
いう、そういう想定でやりました。このとき保健所長、支所長はいないということで、所内にいた職員と参
集した職員 8名程度で各保健所が対応したという想定です。 
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 山梨県には4つの医療圏がありまし
て、中北は本所と支所と分かれていま
すから、テーブルが本所と支所とあと
3 つの保健所ということで、こういう
テーブルがありまして、参加者は先ほ
どの危機管理調整システムに沿った
参加者です。ここに指名された職員が
いて、そして市町村が対応不能になっ
ているので、保健所が出向いて避難所
を手伝うという想定で、いろいろな状
況を付与して、どんなに混乱するかと
いうのを経験してもらいました。こち
らには県の本部があって、実際県庁の
人たちもここにいてもらいました。ど

のように情報が入ってくるか、あるいは入ってこないか。現場が混乱すると県庁にもなかなかちゃんとした
情報が入ってこないということを体験していただくということで、このようにやりました。つまり、この訓
練はうまくいくことを想定していなくて、できるだけ混乱して「こんな状況になるとこんなに混乱してしま
う。だったらどういうふうにやればうまくいくか」ということを体験してもらう訓練なのです。 
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先ほどお話がありました CSCATTT ですが、TTT というのは DMAT の行うべき仕事が書いてあります。
DHEAT の行う仕事として、「CSCAHHHH（シー・エス・シー・エイ・フォー・エイチ）」という言葉を作りま
した。これは 2015 年に私たちの研究班で作った言葉です。医療を確保する、Health care system、このH。
それからHealth＆Hygiene の H。これは対人保健と対物保健を確保する。そして多様な官民資源の連携協力
のハブ機能になるということで、Hub の H。これをHelp するのが DHEAT の役割ということで、4つのHで
す。指揮・安全体制を確保した後にこういう業務をするということで、CSCAHHHHと言っています。ただ、
実はHelp というのは後から付け加えた言葉でして、私たちが以前の研究班で最初に作ったのはこのHelp 以
外の HHHなのです。受援側が本来行うべき仕事、これをHelp するのが DHEAT ということになりますから、
もともと作ったのは CSCAHHHでした。それをHelp する DHEAT ということです。 
 

まとめです。大災害時には、DHEAT が支
援に来ますので、受援体制をぜひ皆さんと
一緒に整えたいと思います。そしてマネジ
メント機能が求められますので、効果的な
研修訓練が必要であります。多職種、多機
関と行政は平時、有事ともにそれぞれの社
会的責任を果たすために、今日お話ししま
した危機管理調整の仕組みを参考にして、
連携することが望ましいと考えます。みん
なで 1 つの組織、1 つの目標を決めて、そ
れぞれの組織が動くということで、その危

機管理をすることが被害最少化への取り組みになると思います。また、今日は保健医療の分野のお話でした
けれども、防災部局とも平時から連絡を取り、全部が連動して動くような訓練というのも必要ではないかと
いうふうに考えます。 
以上です。ご清聴ありがとうございました。 
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岡山県からまいりました訪問看護ステーションエールの管理者の平田と申します。当社は株式会社エール
という、母体が株式会社の訪問看護ステーションで、開設から今 4年目になります。まだ経験の浅いステー
ションではありますが、いろいろなことに取り組んでおり、今日はその中でも「災害」に関する取り組みの
お話をさせていただきたいと思っています。 
当社のご紹介をさせていただいた後に、災害対策において私たちが心掛けていることと、具体的にどのよ
うなことに今取り組んでいるのかというところを、動画や映像を見ていただきながら、ご紹介させてもらい
たいと思っています。 
 

訪問看護ステーションエールですが、岡山
市役所や大きな総合病院が割と集中してい
る、中心部にある訪問看護ステーションです。
看護師が14名とリハビリのスタッフが8名、
それから事務員等、職員数合計 25 名の大規
模訪問看護ステーションになります。併設し
て居宅介護支援事業所を持っています。 
 
 
 
だいたいの場所ですけれども、岡山市の中
心部に位置しているこの赤丸の場所が私た
ちの拠点ですが、昨年の夏に集中豪雨でかな
り甚大な被害を受けてしまった真備が、この
青丸のところにあって、当社（赤丸）から車
で 1時間から 1時間半でたどり着ける、そん
な場所で大きな被害がありました。真備の災
害支援にも関わらせてもらいましたが、その
話は一番最後のところでさせてもらいたい
と思います。 

 

 

訪問看護ステーション エール  平⽥ 晶奈  

平時からの訪問看護におけるリスク管理と 
災害の備えについての提案・発災時のステーション間のネットワーク作り
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さて、皆さんは訪問看護と聞くと比較的介護保険の高齢者に関わっているイメージが強いかもしれません
が、当社の利用者の年齢層は特徴的です。グラフをご覧ください。全国的には訪問看護の利用者数は、年齢
が上がるにつれて利用者数が増えていく右肩上がりのグラフとなりますが、当社の場合は 15 歳未満の小児
の利用者を現在約 50 名ほどと他ステーションに比べると多く担当しており、このような U 字型のグラフに
なっています。もちろん、高齢者の訪問看護の利用も多く、現在合計 180名位のご利用者さまを担当してい
ます。（グラフは平成 30年度の統計のため、現在の利用者数との間に差があります。） 
 

これは平成 28年、当
社を開設して間もない
頃ですが、当時 54名の
利用者を年齢で分けた
とき、18歳未満の利用
者は医療的ケアが多い
ことがおわかりいただ
けると思います。さらに
特徴としては、小児の利
用者は医療的ケアが 1
つではなく、気管切開し
ている子は人工呼吸器
を装着し、胃ろうを造設

し、浣腸、摘便、導尿などの排泄ケアが必要で、医療デバイスが複数にわたって必要になってきます。 
さて、本日はこのように必要な医療的ケアが多い子どもと家族への災害対策というところをメインに、お
話をさせてもらえたらと思っています。 
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医療ニーズの高い子どもの自宅は、このような感じです。真ん中に子どもが横になっていて、赤丸が主な
医療機器です。頭元には人工呼吸器を置いています。そしてその横にパルスオキシメーターがあって、吸引
器があります。そして、経腸栄養をしている子だったので経管栄養のポンプがあります。そしてこの子は体
温調整ができません。一年中、電気毛布が必要です。他にも、電源は必要ない医療的ケアもたくさん必要な
子どもです。 
もう一つ、青丸を見てもらうと、これはこの後のお話につながっていきますが、最低でも常にこれだけ電
源が必要ということを示しています。青丸がこの写真の中だけでも 7つありますが、最低限この子が生活し
ていくためには 7つの電源が必要ということです。 
 
１．平時からの訪問看護におけるリスク管理と災害の備えについての提案 

さてそれでは、災害対策において、私たちが心掛けているこ
とをお伝えします。まず 1 つ目は、とにかく備え続けるとい
うことです。２つ目は、全部自分たちで何とかしようとしない
ことです。そして 3つ目が、やはり自助です。まず自分たちで
何とかするということを日頃からしっかりトレーニングして
おかないと、いざという時には何もできないのだということ
を日々実感しています。 
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1 つずつ具体的にご紹介していきま
す。まず、備え続けるための取り組みを
お話しします。 
地域の皆さんや私たち自身が備え続け
るために、私たちにできる事はまずは
「情報発信」だと思っています。日頃、
医療的ケアが必要な子どもを見ている
家族は、日々のケアをするのに精いっ
ぱいです。寝る間も惜しんで、自分の時
間も削ってケアに専念していますから、

なかなか「いざという時」というところまでは余裕がありません。だからこそ私たちが定期的に情報発信を
することで「ああ、そうだな」「こういうことを準備しておかないといけないな」ということに気付いていた
だけるような働き掛けをしています。 
 

情報発信の方法としては、エールカ
フェというイベントを開催しています。
カフェでは、当社に利用者・家族にお越
しいただいて、利用者同士、家族同士で
顔を合わせて情報交換をしっかりして
もらいます。私たちが専門的なことを
色々伝えるよりも、利用者・家族同士で
お話ししてもらったほうが、刺激的で
現実的な情報交換になるみたいなので、
こういう情報交換の場を設けることに

よって、地域の方たち同士でつながってもらう働き掛けをしています。 
医療的ケアが必要な子どもたちにも実際にお越しいただいて、避難所でも使える福祉用具を実際体験して
もらおうということで、福祉機器の業者に協力いただき、体験会をしたこともあります。 
吸引が必要な子どもが病院から自宅へ退院するときに、停電時に備え手動式あるいは足踏み式吸引機を購
入されています。しかし、実際に退院後何年も経過している子どもでも実際にこれらは未使用のままきれい
な状態で持っている方が多いです。それではいざという時に実際使えないし、少し詳しいことをいうと、痰
の性状や量、吸引を行う人の手技によって手動式がいいのか、足踏み式がいいのかが異なります。そのため
当社では、定期的に介護者である家族に集まってもらい、実際に手動式や足踏み式の吸引機を使用してもら
います。特に退院して間もない本人・家族には積極的に参加を促します。その際に、病院では手動式を勧め
られたけれど、実際使ってみたらこれは使えそうにないなということで、足踏み式を購入し直す方もおられ
ます。 
これは医療的ケア児をもつお母さまが紹介してくれた物（PPの写真）ですが、この黒いノートがお薬手帳
です。市販のノートをお薬手帳として使われており、その子の一日の医療的ケアの日課や、必要な衛生材料
の内容を、お薬手帳に一緒にまとめて記載しているということで、カフェに一緒に参加している方と共有を
させてもらい、見習って同じようにやってみようという参加者の方がおられました。 
それから、発電機です。これも退院時に病院から用意しておいたほうがいいと説明を受けてはいますが実
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際どのようなものなのかイメージがもてない方が多いです。カフェの時に実物を見て頂いたり、実際に使用
してみてもらいます。そうすると、例えば音がうるさいとかガスを使用するものだと臭いが気になります。
また場所もとります。本当に現実的に使える物なのかどうなのかというところも含め、家族だけで判断し購
入に至るのは難しいので、こういう場を活用し共有させていただくというような取り組みをしています。 
 

 
それから、なかなかそういう場に参加できない本人・家族の方もいらっしゃいますので、定期的にエール
通信という広報紙を作成し、災害対策に関する情報発信をさせていただいています。 
 

これは社内備蓄です。 
私たちは訪問に出向くので、運
転している最中に自分たちが災
害に遭う可能性もあります。車内
にこういった備蓄品を積んで走
っていて、定期的に中身のチェッ
クをしています。そして、これは
事務所内の備蓄品ですね。こうい
った物を日々見直していきなが
ら、いざというときに使えるもの
を使える状態で保管するという

ことを心掛けてやっています。 
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次は、２．1人で、1事業所で完結し
ないということです。やはりこれは日
頃からのつながりだと思っています。
当社は訪問看護ステーションと居宅介
護支援事業所を運営していますが、そ
こだけのつながりではなく、例えば地
域のデイサービス、グループホーム、業
者、学校、行政だったり、様々な機関の
様々な人とつながっておくというのは、
非常に大事なことだと思います。 

昨年の真備の災害の時には、県外の友人知人から、私自身かなり連絡をもらいました。それは日頃からネ
ットワークを作っているからだと思うのですが、災害時に友人知人の中で会社には誰も電話してきませんで
した。だいたい私の携帯電話、SNS を使って連絡をくださいました。実際、私が真備に支援に入れたのも、
たまたま被災した訪問看護事業所の管理者の携帯番号を知っていたので、安否確認ができ早く支援に入るこ
とができました。そもそも真備の災害は甚大で、私たちが支援した訪問看護事業所は建物は壊滅的でライフ
ラインも途絶えていました。だから、日頃からなるべく多くの人同士が緩く広くつながっておいて、できれ
ば「災害の時どうする」という話を日頃からしておくということは、非常に大切なことなのだと思っていま
す。 

 

２．発災時のステーション間のネットワーク 

ここでステーション間
のネットワークというと
ころに触れておきます。
実はあまり良いお話がで
きないのが現状です。こ
れは非常に難しい課題で
す。訪問看護ステーショ
ンの各事業所の考え方や
風土は管理者の影響力が
大きく、事業所ごとで管
理者の災害対策への意識
にまだまだ格差があるの

で、それを統一していくというのは時間を要するということと、冒頭で私は、株式会社が母体ですというお
話をしましたが、訪問看護ステーションの母体というのは株式会社だけではなく、医療法人・社会福祉法人
など様々です。大きな母体があると、母体の方針に合わせていくので、「ステーション間でどうとかというの
は、ちょっとうちは難しいですね」と言う事業所もあり、まだまだステーション間でのネットワーク構築に
は時間がかかるように感じています。 
それから、訪問看護師は夜間休日の対応は、オンコールという、自宅に待機して緊急対応にいくという体
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制をとるところが多いので、訪問看護師は訪問エリアと自分の居住地が一緒だという人が多いです。つまり、
災害時には自宅も事業所も何もかも被災して手の打ちようがないということも予測されるので、私はなるべ
く自分たちの活動する地域外の人たちともつながっておくということも、非常に大事なことだと思っていま
す。 
それからネットワーク構築で大切なことは、もう固定電話を知っているだけでは駄目ですね。携帯電話や
SNS で連絡先を交換してつながっていることがいざという時に役に立ちます。 
それから現状ですが、看護師５人未満の小規模事業所では日々訪問業務で精いっぱいです。自社だけでな
かなかいざという時の体制・備えを整えていくというのは難しいですので、大規模ステーションが中心とな
ってマニュアルの改善や、実際に災害が発生した際の動き、シミュレーションみたいなことを、ステーショ
ン間で共同で行っていくというような取り組みの働きかけを行っていくことが必要になってくると思ってい
ます。 

 
真備のときにも体感
しましたけれども、ま
ずは「自助と共助」な
のだという認識をもっ
て、日頃から備えてお
くということが非常に
重要だと思っています。 
 

 

 

 
やはり自助のトレーニングをひたすらして
いくしかないのだと思っています。ご家族の方
は実は割と、「災害が起きたら市町村・県が助
けてくれる。」と思っています。公助に期待し
ていて、「なんで助けに来てくれないの。」とい
う声をよく聞きます。だからこそ私たちが「い
や、まず自助なんですよ」と日々伝えるように
しています。 
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一番私たちがご家族に対して、
災害教育をしやすい、介入しや
すい時期は、病院から在宅に移
行していく時期です。在宅へ移
行していく時には、病院と本人・
家族が様々な準備や医療的ケア
の練習をしていきます。医療的
ケアが複数必要な患者は、いき
なり退院はせず、外泊で在宅生
活の練習をすることもあります。
そのタイミングで私たちは訪問

看護で介入させてもらって、写真のように自宅の環境を整えたり、医療機器の配置を考えたり、医療的ケア
の指導をさせてもらいながら同時に災害時の対策についても一緒に考えて準備をしていくことをしています。
それ以外に、電力会社との連絡、地元の消防への連絡、そういったことも「いざという時に備えて事前にや
っておきましょうね。」という指導もしています。 
 

人工呼吸器を設置する場合、
家族は災害という認識よりも、
いかに効率的にケアができるよ
うにするか、いかに移動しやす
くするか、場合によっては見た
目すっきり収納を重視される方
が多いです。だからこそ私たち
が最初に介入し、「そう言うこと
だけではなく、万が一＝災害と
いうことも考えてみましょう。」
ということで、例えば人工呼吸

器が落下しないようにしっかり固定しましょうといったことをお伝えします。 
さて、医療デバイスを複数持っている方が「外出します。」となったら、荷物が大変です。例えばこの子は

気管切開をしていて在宅酸素が必要で吸引が必要な子です。そういう子だと、こういうバギーに乗って、モ
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ニター、酸素ボンベ、吸引機をバギーに乗せて、さらに注入も必要な子なので注入の物品や万が一のための
着替えやおむつもこんなふうに載せて出かけます。これは比較的コンパクトなタイプです。 
 

この方はさらに人工呼吸器が必要です。実際、車に乗って外
出しているところですね。荷物をこんなふうにバギーに全部
載せて荷物もすべて一緒に移動という形になるので、かなり
重いです。外出前にこの準備だけでも、かなり時間がかかりま
す。ただの外出でもこんなに大変なのです。 
それらを念頭におき、ここからはこういう医療デバイスが
複数必要な方が、実際に避難をするというのがどれくらい大
変なことなのかというのを、ぜひ皆さんに見ていただきたい
と思い動画をお持ちしました。 
動画は、4歳の医療的ケアが必要な男の子です。この子に必
要な医療的ケアは PP にお示ししたように、人工呼吸器管理、

気管切開、気管カニューレ挿入しており、在宅酸素が必要です。吸引が必要で、さらにカフアシストという
排痰をする機械を日頃使っています。そして浣腸、導尿、点眼と胃ろうからの注入。とにかくたくさんの医
療的ケアが必要な子どもですが、実際に避難をしているところを見ていただきたいと思います。 
動画はこれは 5倍速です。避難開始の合図と同時に、お母さんはまず気管内吸引をしています。それが終
わって、ここから避難のための準備がスタートしていきます。実は男の子はきょうだいが４人いて、５人き
ょうだいです。だからお母さんがメインで準備をしていますが、その横でちらちら見えるのは、この子の兄
や姉でこの子たちにも協力してもらっています。今お母さんが人工呼吸器の回路をお出掛け用に 1本回路に
換えていますね。普段は加湿器を使っていますが、加湿器も電源が必要な物です。これを回路から外してカ
バンに入れました。次に吸引器やモニターの電源を抜いて、かばんに収納しています。これらは予備がある
わけでもなく、普段使っている物ばかりで、「避難開始」とならないと、かばんにしまえない物なので、急い
でお母さんが避難直前に準備をしています。 
ちなみに、このお母さんは結構手際がいいお母さんです。この子は割と外出を頻回にされていて、毎週 1
回通園にいっているので、そのたびにお母さんはこの子を連れて外出をされていて、外出に慣れているお母
さんです。 
今、車に行って車からバギーを出しています。アパートの 1階で４人きょうだいがいますから、そんなに
自宅にスペースがありません。バギーを置く場所がないので、普段車に積んでいるそうです。ちなみにこの
避難訓練に参加しているのは、保健師、普段訪問しているヘルパー、訪問看護師と、訪問リハビリの職員が
一緒に避難訓練をしています。 
今、荷物をこのバギーにセッティングしていっているところです。お兄ちゃんがおむつを持ってスタンバ
イしてくれています。ここでやっと本人が屋外に移動です。ちなみにこの時は真夏ですが、この子は夏でも
毛布がたくさん要ります。体温調整ができないので、夏でも低体温のリスクがあります。これからお母さん
がこの子をだっこして移動しますが、この子の体重が 19 キロぐらいです。フィリップスの人工呼吸器が 5
キロぐらいですか？それをお母さんは両方抱えていきます。肩に人工呼吸器を背負って抱っこしていきます。
これは日頃練習しておかないと絶対できないです。 
今、バギーに移って、態勢を整えています。人工呼吸器その他の医療機器の配置、安全ベルトを止めて、
しっかり毛布を掛けてあげて、移動中に体の異常に早く気付けるようモニターを装着しました。日差しよけ
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カバーをセットして、ここから出発です。 
 

5 倍速で見てもらったので、だいたい 5 分くらいでしたがまず避難準備をし
て本人をバギーに移すまでに 15分かかりました。お兄ちゃんが赤いキャリーバ
ックを持っていってくれています。この中に注入など必要な医療的ケア物品を
たくさん詰め込んでいますが、これは日頃から準備した状態で決められた場所
においてありますので、今回の避難訓練の所要時間の中に準備の時間は含まれ
ていません。それでも、避難準備に 15分かかっています。そして、一応地域が
指定している避難所に行ってみました。 
子どもを抱えてバギーに移動し出発するまでに 5 分かかり、避難所までバギ

ーを押していくのは 10 分かかりました。10 分間バギーを押して歩いて移動し
て、避難所に到着しました。 

 
いざ避難所に着いたら、入り口には階段があります。ちなみに男の子が 19キ

ロ、人工呼吸器が 5 キロ、他にも様々なものが載っているので、複数（今回は
女性の大人４名）人手がないと避難所に上がれません。バギーも結構重たいの
で、たぶんこれだけで 60～70 キロぐらいは余裕であると思います。やっとの
思いで避難所に入ったら、中に入ってからも結構段差があります。ここには一
般の住民もくるので、この狭い出入り口にこんな大きなバギーがあったら、人
が押し寄せているわけですから、出入り口で大混乱が予想されます。 
実際に公民館の中に入って、電源がどこにいくつあるかというのをチェック

しました。その他には注入や導尿おむつ交換をどこでどうやって行うかをお母
さんと一緒に確認しました。 

これは真夏に行っていますが、避難所の中が私たち大人にとっては非常に暑かったです。医療的ケアが必
要な子どもたちには体温調整が難しい子も多いので、低体温や熱中症の心配も考えられました。実際避難所
には、気温が暑過ぎて 5分くらいしか滞在できませんでした。 
この避難訓練に同席をした保健師が、避難訓練の実際を経て、この子の個別の支援計画を作成してくれて
います。今も時々見直しをしています。 
 

避難訓練の前には、備蓄品（キャ
リーバックの中身）を実際に一緒に
用意しました。 
日頃、備蓄品の準備を私たちがう
ながしてはいても、実際準備すると
ころまでなかなかいき届かないこ
とが多いので、本当に用意するとこ
ろまで一緒にさせてもらいます。 
なかなか個人の力だけでは、いざ
という時のための備えは難しいと
いうのを実感しています。 
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最後に西日本豪雨の際の私たちの取り組みのお
話です。 
 
 
 
 
 
 

 
7 月に実際に災害が起きた当日に
私は真備にあった1つの訪問看護ス
テーションの管理者へ携帯電話で
直接連絡して安否の確認をしてい
ます。真備には２ヶ所の事業所があ
りましたが１ヶ所の管理者の携帯
番号を知っていたので連絡を取る
ことができました。かなり悲惨な状
況だということを聞いて、まず支援
したのは、事業所だけでなく、管理
者自身の自宅も壊滅的だったので、

管理者の住まいの確保をしました。そして訪問バッグや様々な衛生材料や薬品などを実際に提供させてもら
いましたが、災害直後から１週間はかなり管理者の心が痛んでいて、「事業所も自宅も失い、職員も被災して
しまった。この状況では事業の継続自体が厳しい。」と言われていました。私はまずは管理者であるリーダー
を救うことが大事だと思い、私ができる支援を被災 1日目からさせてもらいました。 
 

そして被災から 1 週間が経過し
たころには、被災した地域の道路も
だいぶ走行可能な道が増えてきた
ので、当社の訪問車を貸し出し、被
災した管理者とともに避難先を回
り、訪問看護を利用していた利用者
を訪ねて回りました。服薬管理がで
きておらず、病状が悪化している方
や、保清ができておらず皮膚の問題
が出てき始めている方など困りご
とに一つずつ対処していきました。 

その事業所は紙カルテで運営していたのですが、今回の災害で訪問看護指示書や記録用紙などが全部浸かっ
て駄目になっていました。行政に確認をしたところ、「訪問看護指示書がないと訪問できません。」と言われ
てしまい、泥水の中から一枚一枚探して、洗濯物を干すみたいに一枚ずつ干して乾かして、そんなことをや
りながら訪問に回りました。 
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 いろんな避難所を回ると、あれが足りないこれが足りないという話を聞くので、それをまた仕入れて持っ
ていくということも始めていきました。被災から１週間ほどすると、様々な支援者が動き始めて、皆がよか
れと思い動いてくれていたのですが、被災者１人に対し、ケアマネジャー、行政、私たち訪問看護、主治医
などいろんな人が連絡をするから、それに疲れたという人が何人もいました。それから、私たちがみると、
「これはもう絶対に住めないでしょ。」という所で、まだ生活している人がいました。「避難所へ行ったほう
がいいよ。」と言っても「避難所じゃ生活できない。」と言い、被災した自宅で生活し続ける方もいました。
私たちも頑張って一人でも多くの方の役に立ちたいと思っていましたが、夏の暑いときだったので、自分た
ちも脱水や熱中症になったり、においや埃で目や喉を傷めたり自分たちの体力の問題も感じていました。同
時に私は、「集めた情報をいかに発信・共有して、効率的に支援の輪を広げていくか。」「様々な人・もの・情
報などの資源が 1 人の人に重複しないようにしていくために、どんなふうにやったらいいのか。」というこ
とを、考え手探りで支援を行っていたのがこの時期です。 
 

そしてだいたい半月経った頃か
ら、いよいよ行政や NPO 団体とい
った公助が動きだして、県外からの
サポート、大きな機関が動き始めて
きたので、私は被災から 1カ月くら
い経過した所で直接的な支援から
は手を引き、自分の本業に戻りまし
た。その頃私がとても印象に残って
いることは、被災した管理者＝リー
ダーがいろんな大きな機関からの
聞き取りに心身ともに疲れていた

ことです。同じ話を何回もしないといけないし、話すたびに、そのときのことを思い出すから、本人はすご
くつらい思いをしていました。だからそのときに私は、そのリーダーのメンタルフォローと、リーダーが言
っていることを傍で何回も聞いていたので、私が代弁者として伝えていくということを、心掛けてやってい
ました。 
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あれから 1年がたって、被災した管理者の彼女は、自分が経験したことを多くの方へ伝えていくというこ
とを頑張っています。 
そのときに経験したことをもとに、1年たった今、彼女が言ってくれた言葉がこちらです。 
 
「災害対策は、平時にやり続ける事が大事。」 

 
災害は、目の前で起きたときには「何とかしないといけない。同じことを繰り返してはいけない。」とか、
周囲で見ている人も「自分たちも備えが大事だ。」と思えるのですが、時間が経過すると、災害の恐ろしさを
忘れてしまっている人たちもいるので、今私にできることは、「伝え続けていく」ということと、今度は自分
が現地で見たことや自分が感じたことをもとに、行政や地域の方たちと一緒にタッグを組んで、「自分たちに
できることとできないことを伝え合って、それぞれが個々で動くのではなく、いざという時にきちんと協働
できる新しい支援の輪をつくっていくこと」だと感じています。 
 
 
 

◆セミナー後のこと 

現在、岡山市では、岡山県訪問看護連絡協議会と岡山市の保健師が一緒になり、今後の災害対

策でなにか協働して担える部分がないかを協議する場を持ち始めました。今後、具体的な取り組

みが実現すればご報告させていただきます。 

ありがとうございました。 

Tips 
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兵庫県加古川健康福祉事務所では、H28年度より在宅医療的ケア児に対する災害時支援体制の整備に向け
た取り組みを行っています。 

 
兵庫県は、H７年１月に
阪神・淡路大震災以降もい
くつかの災害に被災して
きました。兵庫県の難病対
策で契機となったのは、
H16 年に発生した台風 23
号による豪雨災害です。 
在宅人工呼吸器装着難
病患者複数名が、長時間の
停電や道路冠水により、療
養継続や避難ができない
状況になりました。 

この事態を教訓として、兵庫県では、H18年に「在宅人工呼吸器装着難病患者災害時支援指針」を策定し、
それぞれの患者さんのために「個別災害対応マニュアル」を作成しています。 
 

作成対象は、在宅療養難
病患者のうち、人工呼吸器
を装着している方です。加
古川保健所では、特に常時
装着者を優先的な作成対
象としています。 
記載内容は左記のとお
りですが、移動手段、誰に
手伝ってもらえるか等、避
難の具体的な手順を確認
するものとなっています。
人工呼吸器の設定内容等、

病期に応じた内容も含むため、年１回は更新を行います。活用方法の欄に記載していますが、作成後に関係
機関（避難先医療機関、訪問看護、ケアマネジャー等）でマニュアルを保管することになっています。 
 

兵庫県東播磨県⺠局 加古川健康福祉事務所(保健所)  ⻑⾕ 美穂  

⼩児難病・医療的ケア児の 
災害時の備えをすすめる保健所の取り組み 

－災害対応サポートハンドブックを活⽤する⾃助・共助⼒への働きかけと⽀援ネットワークづくり－ 
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次に、加古川保健所管内
の概要をお伝えします。 
４市町を所管しており、
所管人口は約 42 万人です。
H30 年度末の受給者数を
載せています。 
県内の県型保健所の中
でも所管人口は多めです
が、地区・業務担当制で、
８名の地区担当保健師で
個別支援にあたっていま
す。 

 
次に、医療的ケア児に関
する管内の状況です。 
H29 年度に調査した結
果では、小児慢性特定疾病
受給者の約１割に、医療的
ケアが必要な状況でした。 
管内の社会資源の状況
は左記のとおりですが、保
護者同士のつながりも強
く、地域で生活する在宅医
療的ケア児も多くおられ
ます。 

 
次に、取り組みのきっか
けです。災害対応マニュア
ル作成等の個別支援を通
じ、地域の関係機関と関わ
る中で、様々な声がありま
した。 
まずは地域の関係機関
に参集してもらい、医療的
ケア児の現状や各機関で
の取り組みを情報共有す
るための場が必要と考え
ました。 
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H28 年度は、２回の打ち合わ
せ会議を行いました。 
参集機関は左記のとおりです
が、「教育」の特別支援学校教諭、
「福祉」の地域支援センターの
相談員（圏域コーディネーター）
の二人を中心として、熱心に医
療的ケア児の災害対策を検討し
たいと思ってくださっている方
が多くいたことも、地域の強み
でした。他にも地域の実情を知
る、各分野のキーパーソンに集

まっていただきました。 
 

打ち合わせ会議を通して、下
記の方針が決まりました。 
・平時から災害についての備え
や災害時の対応について考える
機会が必要。 
・協議の場を通じて、関係者の
連携強化を図る。 
そこで、自助力を高めるため
のツールとして「ハンドブック」
を作成するために、検討会を実
施することになりました。県で
作成している、個別災害対応マ

ニュアルの「医療的ケア児版」を作成しようという主旨でした。 
 

H29 年度には、ハンドブック
作成に向けた検討会を行いまし
た。 
４回の検討を通じて、作成対
象者や記載内容、プレ様式を活
用した試用結果の検討、活用方
法や周知方法を検討しました。 
H30 年２月から、各機関（特
別支援学校、通所施設、小児科
診療所等）を通じて配付を開始
しました。 
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こちらが、医療的ケア児
災害対応サポートハンド
ブックです。個別災害対応
マニュアルと大きく違う
のが作成方法で、こちらは
保護者の方が中心となっ
て作成することを想定し
ています。支援者は作成を
サポートします。 
内容は左記のとおり、２
部構成です。 
入手方法の欄に URL を

記載していますが、兵庫県東播磨県民局のホームページからもダウンロードできるようになっています。 
表紙には、誰が手に取っても、どのような目的の作成物か伝わるよう「お願い！」として、 
・ハンドブックを持つお子さまは何らかの医療的ケアを必要としていること 
・困っている様子であれば、できる範囲でお手伝いをお願いしたいこと 等を記載しています。 
 

 

内容の抜粋です。作成においての工夫点は記載のとおりです。 
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こちらが、実際に保護者の方が記入されたハンドブックです。 
左の方はなかなか反応が読み取りにくい方なのですが、手を握ってもらうと安心すること、心拍数から感
情を読み取れること等を書いてくださっています。 
右の方の医療的ケアのページには、胃ろう部のケアについて細かく書かれています。気管切開部のケア等
について書かれる方もいらっしゃいます。 
中にはショートステイ等の時に持参して、本人の様子を伝えるために活用いただいている方もいます。 
 

H30年度の取り組みは、①医療的
ケア児災害支援会議の開催と、②サ
ポートハンドブックの普及啓発 
の２つです。 
会議は、前年度に作成したサポー
トハンドブックの活用状況の確認
や普及啓発依頼もかねて開催しま
した。新たに、各市町の母子保健担
当者、危機管理担当者にもお声かけ
しました。事前に各市町危機管理担
当者と障害担当者の元へ足を運び、
会議の主旨説明と各市町の防災対

策の実情を聞き取りました。顔の見える関係性になり、市町によっては個別災害対応マニュアル作成時に共
同で避難訓練を実施しているところもあります。 
特別支援学校や人工呼吸器をつけた子の親の会において、サポートハンドブックの作成会を開催し、保護
者以外に訪問看護師等支援者の方にもご参加いただきました。市の危機管理担当者からも、災害への備えと
して自助・共助の大切さやハザードマップの見方について説明していただきました。 
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各市町や市民病院でも「医療的ケア児対策」を検討する場が設置されたこともあり、H31年度からは保健
所としての本来の支援対象である「難病・小児慢性特定疾病患者」対策に焦点化して会議を実施していきた
いと考えています。 
また、各市町が実施する会議に、新たに参画を求められることが増えてきています。地域のキーパーソン
との顔の見える関係づくりができ、保健所での取り組みを関係機関に知っていただくことにつながった結果
だと感じています。 
 

 

今後の課題①災害時対策です。 
H30 年度より兵庫県防災企画課を中心に、個別計画作成に関するモデル事業が行われており、市町におけ
る個別計画を作成する動きが進んでいます。 
加古川保健所の現状としては、個別災害対応マニュアル作成率が 100％ではないことを課題だと感じてい
ます。避難受け入れ先探しに苦慮していることが、作成が進まない一因です。 
今後、市町との連携を含め、広い視野での要配慮者支援が進めていくことができれば、と思います。 
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今後の課題②難病対策地域協議会です。加古川保健所は、協議会をまだ設置できていません。 
協議会は「地域の実状に応じた難病患者の支援体制を構築すること」を目指して設置することになってい
ると思います。 
医療的ケア児に関する取り組みは、地域のキーパーソンとの関係づくりに効果的につながったと感じてい
ます。今後はこのネットワークを活かしながら、保健所本来の支援対象に焦点を戻しながら、地域課題を検
討していく場の設置を目指してきたいと思います。 
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 江戸川区健康部保健予防課の山本と申します。 
本日は、在宅人工呼吸器使用者に対する災害時個別支援計画の作成について、江戸川区でどのように進め
ているかというお話しにあわせて、今年度の台風 15 号及び台風 19 号の対応についても取り上げてお話し
いたします。 
 
１．江戸川区の概要 

まず、江戸川区の概要ですが、江戸川
区は東京都の一番東側、千葉県に隣接し
ています。 
南北約 13キロ、東西約 8キロと、南
北に長い地形です。また、江戸川、荒川
といった大きな河川と東京湾に囲まれ、
多くの地域がゼロメートル地帯です。 
 

 

 

 

わたくしが所属している健康部の組
織の概要も、少しお伝えいたします。 
江戸川区では、健康部が保健所を兼ね
ています。 
保健所のほか、区内８ヶ所に健康サポ
ートセンターがあり、サポートセンター
に各地区を担当している保健師がいま
す。 
災害時個別支援計画作成の事務局は、
保健予防課の庶務係が務めています。地
区を担当している保健師とは所属して
いる課が異なるため、事務局と保健師の
連携が重要になります。 

 

江⼾川区健康部保健予防課  ⼭本 寛之  

基礎⾃治体における在宅⼈⼯呼吸器使⽤者の 
災害時個別⽀援計画の策定と名簿等把握集約の仕組みづくり

- 99 -



２．江戸川区内における在宅人工呼吸器使用者災害時個別支援計画の作成について 

引き続きまして、災害時個別支援計画作成の進め方と、課題への対応などについてお話しいたします。 
 
最初に、現在までの経緯をお話しいたします。 
平成２３年３月の東日本大震災を契機に、東京都
が「在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針」を作成
しました。その指針を基に、江戸川区でも災害時個
別支援計画を作成していくことになり、最初は区の
保健師が作成できそうな方から作成することにな
りました。 
そして、２４年度では、東京都から情報提供があ
った３２名のうち、４名の計画書が完成しました。 
 
 
２５年度、２６年度は、対象者を把握するため、
区内８ヶ所の健康サポートセンターの保健師から
の情報提供や、難病等の医療費助成申請から対象者
を追加しました。 
なお、江戸川区では、使用時間を問わず在宅で人
工呼吸器を使用している方を計画作成対象者とし
ています。 
 

 

 

２７年度からは、訪問看護ステーションによる計
画書作成委託を開始しました。 
２８年度からは、完成した計画書を見直す更新委
託も開始し、その結果、完成件数が増えてきました。 

 

 

 

 

 

- 100 -



２９年度以降も訪問看護ステーションへの作成委
託で新規作成及び更新を実施しており、今年度の完
成件数は、新規１３件を含めて、５８件を見込んで
います。 

 

 
 
 
 

次に、計画書の作成に関する課題を取り上げます。 
まず、一つ目が、区内の在宅人工呼吸器使用者を、はたして把握で

きているのか、ということです。 

 

 
 
江戸川区での計画を作成する対象者の把握手段ですが、難病等の医

療費助成の申請からの把握、各健康サポートセンターにいる保健師か
らの連絡、あとは訪問看護ステーションからの情報提供が中心となっ
ています。 
 
 
 
 
このような把握手段を浸透させるには、まずは災害時個別支援計画

の存在と意義を周知することが重要と考えました。 
そこで、江戸川区では計画書の作成委託を開始した平成２７年度か

ら、毎年、訪問看護ステーションの看護師と区の保健師を対象とした
研修会を実施することにしました。 
この研修会で、個別支援計画を作成することが重要と認識してもら

うことができたと考えています。その後、この研修会は回を重ねて、
事例検討も行うようになりました。 
また、計画書の作成を委託している訪問看護ステーションは、委託

開始当初は７ヶ所でしたが、現在は２２ヶ所まで増えています。 
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毎年委託先の訪問看護ステーションが増えているのですが、新たな
訪問看護ステーションに、委託を依頼する時は、なるべく事務局が打
合せに行くようにしています。打合せでは、計画作成の流れや計画書
の作成方法等を伝えています。 
打合せを行うことで、訪問看護ステーションからは、区保健師だけ

でなく、事務局にも問い合わせをすることができるため、情報提供し
やすい環境になり、在宅で人工呼吸器を使用する方を訪問することに
なった時に情報提供の連絡が入るようになりました。 
対象者把握の課題としては、保健所で実施しているため、障害福祉

担当窓口からの把握がほぼできていません。今後、検討する必要があ
ると思います。 

 

 

 
二つ目の課題ですが、個別支援計画書を作成しましたが、災害時に

安否確認を本当にできるのか、ということです。 
 

 

 

 
安否確認を確実に行うためには、流れを再確認することと、初動対

応を再確認することが重要と考えました。 
 
 
 
 
 
東京都の個別支援計画書の様式ですが、安否確認の流れが、安否確

認する人、把握集約機関、防災担当部署という流れで記入欄がありま
す。計画書を作成はしているのですが、それぞれの役割を、誰が担当
するのか、また、連絡する内容はどうするか、という内容を明確に決
めていませんでした。 
今年度から、明記しようという話になり、安否確認の流れについて

は、把握集約機関を各健康サポートセンター、防災担当部署を事務局
である保健予防課庶務係と最初から記載することにしました。これに
より、流れを明確にしました。 
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安否確認時に報告する項目も明記することにしまして、こち
らの表を今年度の作成から様式に追記しました。 
作成時及び完成時に周知して、安否確認が確実に繋がるよう

努めていきます。 

 

 

 
あわせて、江戸川区では、健康部本部の災害時初動対応マニ

ュアルを作成しています。 
このマニュアルの当初の案では、要配慮者に難病患者以外に

も、乳幼児や妊婦さん、結核患者や精神障害者等も要配慮者と
して支援すると記載していました。 
ただ、初動の支援対象としては、在宅で人工呼吸器を使用し

ている方を最優先にするべきではという意見があがったため、
初動対応マニュアルを修正しました。 
 
修正案では、難病患者等の要配慮者について、個別支援計画

等で定めた安否確認情報を集約すると記載しました。 
この修正により、個別支援計画に基づく安否確認を集約する

役割を明記しました。 
 

 

 

また、初動対応マニュアルの修正とあわせて、職員配備態勢
も修正しました。 
当初は保健予防課庶務係の職員も、避難所開設担当に含まれ

ていたため、実際に災害が起きると避難所開設に向かうことに
なり、安否確認情報を集約する職員がいないことが想定されて
いましたが、こちらも変更しまして、健康部本部職員として、
安否確認情報を集約する職員として従事できるようにしました。 
 

 

- 103 -



配備態勢の修正に伴いまして、毎年実施している職員防災訓
練でも、各健康サポートセンターから保健予防課に在宅人工呼
吸器使用者の安否確認情報の伝達訓練を実施し、安否確認の流
れを確認しました。 
また、今回の資料以外の検討状況としては、安否確認時、保

健予防課が情報を集約した後の流れとして、搬送等の対応が必
要な場合、その情報が健康部本部から災害医療コーディネータ
ーに伝達され、搬送手段及び搬送先を決めていく流れになるよ
う検討しています。あと、個別支援計画作成者を含めた要配慮

者の名簿を、各健康サポートセンターでは、紙で保管しています。 
災害時に、サポートセンターは、医療救護受援施設になるのですが、ＤＭＡＴ等の受け入れ時に名簿をス
ムーズに提供できるよう名簿の保管場所を決め、どの職員でも対応できる態勢づくりを検討しています。 
江戸川区では、このようにして、計画作成と安否確認対応の修正を進めています。 
 

３．令和元年台風 15 号・台風 19 号の対応について 

続きまして、今年度の台風１５号と１９号の対応で、どのような態勢で安否を確認したかもお伝えします。 
 

 
江戸川区の地形ですが、今年度改訂した水害ハザードマップに、このように「ここにいてはダメです」と
記載され、話題になりました。 
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荒川、江戸川と東京湾に
囲まれて、区の陸域７割が
ゼロメートル地帯のため、
水害時に浸水してしまう
と、大きい被害が予想され
ています。 

 

 

 

 

 

最初に台風１５号ですが、江戸川区では一部エリアで
停電は発生しましたが、被害は大きくなく、健康部では
誰も出勤しませんでした。 
そのため、後日、停電時に患者の対応をした訪問看護
ステーションから、停電時にどこに相談したらいいのか
わからないという問合せがありました。 
いつでも連絡できる連絡手段を確保していないため、
このような問題が起きてしまいます。連絡手段は、今後
検討していきます。 
 

 
続きまして、台風１９号ですが、気象概要
及び区内の状況は、こちらに記載したとおり
になります。 
荒川が氾濫しなかったので、大きな被害に
は至っていません。 
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主な対応の経緯ですが、１０月８日に情報
連絡態勢が設置され、１０月１２日に災害対
策本部が設置されました。 
各時点での対応は後ほどお伝えします。 

 

 

 

 

避難所の設置ですが、荒川が氾濫した時に、
浸水が想定される地域に、避難勧告が発表さ
れ、避難所も開設しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
従事職員数及び自主的な避難の受入等は
記載しているとおりになります。 
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時系列による各時点での対応ですが、情報連絡態勢が１０
月８日に設置されました。この時に、危機管理担当より各部
に対して、考え得る対応事務への態勢整備依頼と台風対応態
勢表の作成依頼がありました。 
健康部としては、先ほどの台風１５号の対応の反省も踏ま
えて、停電が長引いた時に、在宅人工呼吸器使用者に対して
安否確認を行うことにしました。まだ、災害時個別支援計画
書は作成していても、どのような時に安否確認を行うか決め
ていなかったため、対象者及び訪問看護ステーションに対し

て、事前に安否確認を行うことを伝える必要がでてきました。 
 

実際の対応態勢表を抜粋したもの
がこちらになります。 
停電が長引いた時は、各健康サポ
ートセンターの職員が出勤して、１
３日及び１４日に、安否確認の連絡
を受け取る態勢をとることになりま
した。あわせて、保健予防課庶務係の
職員も安否確認情報を集約する態勢
をとることにしました。 

 

 

 
安否を確認することを伝えるため、１１日にまず、対象者
に対して、保健師から機器類の稼働状況及びバッテリーを
充電しておくよう注意喚起の連絡をしました。 
後日、集約した保健師の感想を抜粋すると、対象者に連絡
したところ、「停電時に、区としてどのような対応をしてく
れるのか」と聞かれ、返答に困ってしまったというように、
区が何かしてくれると期待させてしまうという意見があれ
ば、作成した災害時個別支援計画書をお互いに見ながら、必
要物品や避難先の確認などスムーズに話を進めることがで
きたというような意見もありました。 
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同じく、１１日に訪問看護ステーションに対しても、停電が
長引いた時は、各健康サポートセンターに職員が出勤するので、
対象者の安否確認情報を得ることができたら連絡して欲しいと
いう連絡をしました。この時に、安否確認を行う対象者の再確
認と、連絡先の再確認も行い、安否確認を行う態勢を整えまし
た。 
保健師からの意見としては、個別支援計画にそって、健康サ

ポートセンターと訪問看護ステーション、お互いの役割の詳細
を確認できてよかった、という意見や、停電対応として、健康

サポートセンターに保健師がいますと伝えたところ、訪問看護ステーションの看護師から、少し気持ちが軽
くなったと言われたことから、訪問看護ステーションの方が責任を強く感じていることがわかったという意
見がありました。 
 

１２日に台風が上陸し、災害対策本部が設置され、避難勧告
も発表されました。 
江戸川区では、２１時過ぎに一部のエリアで停電が発生しま

したが、１３日の２時までには停電が全て解消されたため、す
ぐ出勤するという安否確認態勢は取りませんでした。 

 

 

ただ、１３日は健康サポートセンターに職員が出勤し、訪問
看護ステーションからの安否確認を受ける態勢を取りました。 
訪問看護ステーションからの連絡は、対象者の約半数あった

のですが、特に問題は発生しませんでした。 
また、停電が起きたエリアに対象者の方が１名いたのですが、

事前に施設に避難しており、無事が確認されました。 

 

 
その後、１４日は、職員は出勤しないで、１５日以降に再度、

対象者の方へ連絡しました。 
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今回の台風１９号の対応を振り返ってみて、一つ目は、対象
者家族の対応は様々であると感じました。ただ、みなさん同じ
様式で災害時個別支援計画書を作成しているので、自助の備え
が万全になるように計画書を通じて、関係者の意識を高めてい
きたいです。 
二つ目は、訪問看護ステーションを頼る態勢にした方がいい

と感じました。対象者への対応については、区の保健師より早
いので、安否確認時の区と訪問看護ステーションの役割を明確
に決めていきたいです。 

 
三つ目は、提供できる情報を増やすことが重要だと感じまし

た。 
今回のように対象者等に連絡を取る際、提供できる情報が多

ければ多いほど連絡は取りやすいと感じたので、今回の対応を
契機に、区の職員間で提供できる情報を共通で認識し、増やし
ていきたいと思います。 
最後に、一番重要なのは災害時に対応できるよう、平常時に

対象者と関係機関で情報を共有できるような関係性を構築して
おくことだと強く感じました。 

残念ながら江戸川区では、連絡を密に取っている対象者の方もいれば、そうでない方もいるのが現状です。
そうすると、情報共有の点でも差ができてしまうため、そうならないように努めていく必要を感じました。 
以上でわたくしの発表を終了いたします。 
ありがとうございました。 
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茅ヶ崎市保健所の保健予防課の井上と申します。茅ヶ崎市保健所におけるパーキンソン病の方のマイ・タ
イムラインの作成の取り組みについて報告させていただきます。 
 

茅ヶ崎市保健所は神奈
川県にあり、茅ヶ崎市に加
え、寒川町を管轄している
全国でも珍しい保健所です。
寒川町については神奈川県
から委託を受けて保健所業
務を行っております。茅ヶ
崎市・寒川町は神奈川県の
中央に位置し、海に面して
おります。西側の平塚市と
茅ヶ崎市との間には1級河
川の相模川があります。人

口は市町を合わせ約29万人、高齢化率は茅ヶ崎市が26.2％、寒川町が27％となっております。 
 
茅ヶ崎市は、保健所設置
市になり２年半たちます。
災害に備えた要配慮者へ
の保健所内の体制は、保健
企画課では受援体制の整
備、地域保健課では災害時
地域医療体制会議の開催、
医療救護所の開設、人工呼
吸器を装着した小児への
取り組みを行っておりま
す。 
保健予防課では、難病患

者への支援を行っており、在宅人工呼吸器装着患者の方の個別支援計画の作成や、今回の風水害に備えたマ
イ・タイムラインの作成等の取り組みを行っております。健康増進課は市町村の保健センター的な役割を担
っており、妊産婦、乳幼児を中心とした自助力の強化について取り組みを行っております。 
現在、茅ヶ崎市には約５０名の保健師がおり、庁内保健師の活動を有機的なものにするために庁内保健師
連絡会を組織しています。この連絡会の中には、人材育成グループと災害ワーキンググループの２つのワー

茅ヶ崎市保健所保健予防課  井上 郁⼦  

パーキンソン病の⽅のマイ・タイムライン作成の取り組み 
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キンググループがあり、さらに災害ワーキングループは３つに分かれております。市の防災対策課が行う図
上訓練等を通して災害時の保健師活動を検討するグループ、災害時に必要な物品を準備し、マニュアルや体
制を考えるグループ。そして災害に備えた研修会を企画し実施していくグループがあり、今年度は３回の研
修会を開催しました。 
 

マイ・タイムライ
ンの取り組みのきっ
かけとなったのは平
成３０年の７月に起
きた西日本豪雨です。
これまでに茅ヶ崎市
保健所管内では、こ
のような大規模な災
害を経験したことは
ありません。西日本
豪雨の時は、自治体
で避難情報が発令さ
れていたにもかかわ

らず８２名が亡くなりました。中には「助けて」の電話を最後に亡くなられた方もいたそうです。その事実
を重く受け止め、教訓として、このような事態を未然に防ぎたいというのが、私達保健師の気持ちです。色々
な文献には、避難情報が出されていたがその意味がわからなかった、大雨特別警報が何なのかがよくわから
なかった、気が付いたときには家の周りが浸水していて避難できなかったということが書かれていました。
その翌年の１月に行われた日本公衆衛生看護学会の際に奥田博子先生のワークショップに参加する機会があ
りました。その際、河川と気象情報の専門家のお話の中で西日本豪雨の際、線状降水帯が停滞し、ある程度
の雨量は事前に予測できたということでした。そしてハザードマップと一致した箇所の堤防が数カ所決壊し、
ハザードマップと一致した地域が浸水したとのことで、ハザードマップの正確さにも驚きました。そこで、
茅ヶ崎市や寒川町が作成するハザードマップを参考に、防げるものなら水害から住民を守りたいと考えたの
がこのマイ・タイムラインです。 
 

茅ヶ崎市保健管内には、
１級河川の相模川をはじめ
小出川、小出川に流れ込む
千の川、駒寄川、寒川町を
流れる目久尻川があります。 
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茅ヶ崎市は市域の 4分の 1が洪水浸水想定区域となっており、そこには約 56,000 人が住んでおりま。こ
の方たちをどう守るかが大切になります。 
 

 
寒川町は町域の５分の４が浸水し、町役場も浸水してしまいます。寒川町の洪水浸水想定区域には 

 約 35,000 人の方が住んでいます。 
 

- 112 -



 
茅ヶ崎市では浸水継続時間が最大１週間の地域もあります。垂直避難という選択肢もありますが、１週間
水がひかない状況になると垂直避難もなかなか難しい状況です。 
 

茅ヶ崎市で､マイ・タイムラインを作
成するにあたり、平成２９年度に市の
防災対策課が地域の防災リーダーを対
象にワークショップを開催しました。
また平成３０年度には市の幹部に対し
てマイ・タイムラインの説明がありま
した。その際、市長からも「逃げ遅れな
いまち」を目指していくと話がありま
した。 
 

 
マイ・タイムラインとは、災害が予測
される時刻に向けて、『いつ』、『誰が』、
『何をするか』ということを事前に決
めておく、いわば防災のスケジュール
表です。必要な物品や避難のタイミン
グ、避難先へのルート、方法などを事前
に決めておくことが大切です。 
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私達は、難病の方には難病の特性を踏
まえたマイ・タイムラインが必要だと考
えました。難病はたくさんありますが、
まずはパーキンソン病の方と一緒に作
ってみようと、保健予防課としてトライ
してみることにしました。 
 
 
 
 

 
パーキンソン病を選んだ理由として、
管内には 1,798 人の指定難病の方がお
り、その中でパーキンソン病の方は 278
人と多くを占めています。さらにパーキ
ンソン病として指定難病に認定される
人はヤール 3度以上、かつ生活機能障害
度が 2度以上となっております。そのた
め難病の指定を受けるのは一部の方々
であり、基準に満たないパーキンソン病
の方も多く、裾野の広い疾患です。 
さらに、パーキンソン病は筋硬直、振

戦、無動、寡動、姿勢反射障害、意欲の低下や認知機能の障害、睡眠や自律神経の障害、痛み、痺れ、浮腫
などの様々な症状を含むことがあります。これらの症状は高齢者や障害を持つ方にも共通するものではない
かと考え、まずはパーキンソン病の方を対象に取り組みを行うことにしました。 
 

取り組みの狙いとしては、まず浸水域
に住んでいる指定難病のパーキンソン
病の方に対してマイ・タイムラインを作
成します。そして指定難病以外のパーキ
ンソン病の方へも普及させていきたい
と考えています。さらに、パーキンソン
病以外の高齢者等の避難行動要支援者
の方にもマイ・タイムラインを作ってい
きたいと考えています。そのためには保
健所の保健師だけではなくて、訪問看護

師やケアマネージャー等の支援者が作成できる仕組みを作っていく必要があると考え、誰も逃げ遅れること
がない町づくりのきっかけづくりとしたいと思いました。 
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今年の取り組みとして、
まず保健師がパーキンソ
ン病の方の家庭を訪問し
て、避難行動の課題につい
てお話を聞きました。６月
には、茅ヶ崎市地域難病対
策協議会の部会を開催し、
マイ・タイムラインとは何
かを支援者のみなさんに
紹介しました。その後、７
月に行われた神奈川県の
集中更新会場において、マ

イ・タイムライン作成コーナーを設けました。そこで保健師が申請者を対象にマイ・タイムラインの紹介や
アンケートを実施しました。自分の住んでいるところが浸水域に入っているかを見ながら、いざという場合
にどのようにしたらよいか考えてくれた方もいました。その後、アンケートの結果をまとめ、１０月に医療
従事者に対し、マイ・タイムラインの研修会を行いました。さらにパーキンソン病の方に向けた難病講演会
も開催しました。講演会の際には、医療従事者研修会に参加した支援者とパーキンソン病の方が一緒にマイ・
タイムラインを作成しました。１１月の第2回地域協議会部会では取り組み内容について関係機関と共有し､
作成の協力をお願いしました。２月に開催予定の難病対策地域協議会の際に、この取り組みを評価し、今後
の体制づくりにつなげていきたいと考えております。 
 

６月の難病対策協議会の部会
では、支援者の方にマイ・タイム
ラインを知ってもらうための研
修を行いました。グループワー
クを行い、支援者に自分のマイ・
タイムラインを作ってもらいま
した。その結果「今まで台風が来
ても大丈夫だったから心配はし
ていない」「ケアマネージャーは
定期的に訪問を行っているが、
時間がないから作れない」とい

う意見が多く、マイ・タイムラインを広めていくには課題が多いことがわかりました。 
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その後、千葉県や東北で大型台
風１５号と１９号が続き、これま
でにない甚大な被害が発生しま
した。台風１９号の際には相模川
の水位が上昇し、あと 45センチ
で溢水するというところで避難
指示が発令されました。 
 
 
 
 

 
１０月の医療従事者研修会で
は、常総市中妻町根新田町内会事
務局長の須賀さんを講師として
お呼びして、国土交通省と作成し
た『逃げキット』を用いたマイ・
タイムラインの作成の研修会を
行いました。この『逃げキット』
は子供でもシールを貼りながら
簡単に作成することができます。
これを用いることでマイ・タイム
ライン作成の主旨を理解しやす
くなり、作成方法やマイ・タイム

ラインの必要性について学ぶことができました。 
 

その後、難病講演会において浸
水域に住んでいるパーキンソン
病の方、11 世帯 17 名の方と、
研修会で作成方法を学んだ支援
者と一緒にマイ・タイムラインを
作成しました。参加者の方からは、
「一人では作れそうもない」「誰
か一緒に考えて欲しい」という声
がありました。そのため講演会後
に希望があった４名の方の自宅
に保健師が訪問し、一緒にマイ・
タイムラインを作成しました。 
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ご本人やご家族と一緒にマイ・タ
イムラインを作成する中で、「小学校
のトイレは和式だけの所もあり、ト
イレが心配」「もう少し簡単だったら
作りやすい」「避難所に避難すること
も考えたが、硬い床の上に寝るのは
大変だ」「避難所は遠くて避難できそ
うもない」「自分達だけでは何を準備
したらいいのか思いつかなかったの
で、一緒に作ってもらえてよかった」
等のご意見を頂きました。 
 
１１月に行った第２回難病対策地
域協議会部会では、台風１９号の際
に困ったことや対応したことについ
て情報共有を行いました。また、今年
度のマイ・タイムラインの取り組み
について、関係機関に報告し、一緒に
作成してみて見えてきた課題につい
て検討を行いました。マイ・タイムラ
インは記入するところが少ない方が
いいという意見から簡単版マイ・タイ
ムラインを作成し、ケアマネージャー
や訪問看護師にまずはお試しで作っ
てみて欲しいと依頼をしました。 

 
今後の課題は、まず難病患者自身
が自分たちだけでマイ・タイムライ
ンを作成するのは難しいということ
です。難病の方の中には、字を書くこ
とが難しく作成自体に支援が必要な
方もいます。また、いつどこに避難し
たら良いのか、具体的な避難方法の
判断にも支援が必要なことがわかり
ました。そして、もっと簡単にマイ・
タイムライン作成ができる様式の検
討も必要だと感じました。次に避難
方法についての課題です。今回の台
風 19号の際には、浸水域外の避難所

には遠くて歩いて行けない方のために市で福祉タクシーの要請を行いましたが、到着してもまだ避難の準備
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が整っていなかったケースもありました。パーキンソン病の方や高齢の方は避難所や浸水域外のところに避
難することは難しい状況があります。また一人では避難所に行かれない方も多くいます。パーキンソン病の
場合、薬が効いている時間と効いていない時間とではかなり個人差があり、その時間帯に合わせて避難を行
ったり、雨の状況を見ながら避難を行ったりするのは難しい状況があります。実際に訪問してみると、２階
建て以上の垂直避難を検討している方が多いことがわかりました。垂直避難の課題としては、万が一浸水し
てしまった場合、断水や停電が起こることを想定し、自宅で１週間を過ごすための食料、水、トイレなどの
準備が必要です。一方、避難所に避難した場合は硬い床で寝られない、毛布が足りない、スリッパがない、
車いすで使えるトイレがないというような現状がありました。避難所の環境整備も課題となっています。 
 

 
今後に向けて、まずは作成しやすいマイ・タイムラインを作り、支援者が作成しやすい体制作りをしてい
きたいと考えています。そのため、防災対策課、高齢福祉介護課、障害福祉課などの関係各課との連携やケ
アマネージャー、訪問看護師等と、研修会を通して連携の機会を作り、１例でも２例でも、一緒にマイ・タ
イムラインを作成し、実行していきたいと考えています。今後、令和２年２月に難病対策地域協議会を行い、
マイ・タイムラインの取り組みの評価や改正を行い、PDCA サイクルを回していきたいと考えています。 
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